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【20230612赤坂さんコメント】
全体として専門用語が多すぎる。
安全報告書は局報告ではなく、広く一般にお知らせする
ことが目的のものです。
相手が一般人であることを意識して書き換えてみてくだ
さい。

この安全報告書第一号ができた際、整備本部品証グルー
プ長だった私は、
これは「不安全報告書」であり、「安全報告書」を書く
べきだと、猛烈に安全担当役員に抗議したことがありま
す。
当然、これが事実だと一蹴されましたが、
ダメだったことばかりを並べてわざわざお客さまの不安
を増長させる必要はありませんし、一生懸命やっている
現場の努力が隠れてしまうからです。

【赤字部分を即日修正】
〇株式会社ジェイエア
〇（株）ジェイエア
〇ジェイエア（×ジェイ・エア）★変更点
〇J-AIR　　  （×JAIR）

背景としては、以下のとおりです。
▼もともとは、ジェイエアという別会社との混同を避けるために「ジェイ・エ
ア」と差別化していたが
　JALグループのJ-AIRの企業認知度が上がり、その心配がなくなった。
▼また、昨年（2023年）、39類（航空運送事業）において、 J-AIR（ジェイエ
ア）として文字商標を登録出願。
　現在審査待ちのステータスであり、一定の補正を経て登録される見込
み。
　
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-131849/4
0/ja
▼商標権については審査待ちのステータスではあるものの、商標法上は先
願主義を採用しているため、
　J-AIRが39類の運送事業において先に出願したことになり、これを以て
他者の商標出願権は消滅。（要するに早い者勝ちルールです）
▼また、仮に審査で否認された場合でも、 39類においては「ジェイエア」は
一般名称となるため、他者の権利侵害は成立しないということになる。
▼このため、いずれの場合も他者の権利侵害は生じないため正々堂々と
「ジェイエア」を使用する環境整備が整備された。
ということだそうです！

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-131849/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-131849/40/ja
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各社の安全に関わる取り組みについては、下記WEBサイトでもご参照いただけます。

会社名（略号） WEBサイト

日本航空株式会社（JAL） https://www.jal.com/ja/safety/

株式会社ジェイエア（J-AIR） http://www.jair.co.jp/about/safety.html

日本トランスオーシャン航空株式会社（JTA） https://jta-okinawa.com/safety/

日本エアコミューター株式会社（JAC） http://www.jac.co.jp/company_info/safety.html

琉球エアーコミューター株式会社（RAC） https://rac-okinawa.com/safety/

株式会社北海道エアシステム（HAC） https://www.info.hac-air.co.jp/

株式会社ZIPAIR Tokyo（ZIP） http://www.zipairtokyo.com/ja/safety/

スプリング・ジャパン株式会社（SJO） https://jp.ch.com/JP/DownLoadReport

【対象期間】
2023年4月1日から2024年3月31日までの期間ですが、一部
につきましては、それ以前、またはそれ以降に関する報告も
ございます。

【対象会社】
表紙に記載したJALグループ航空会社8社ですが、一部につ
きましては、日本航空に限定している場合もございます。

https://www.jal.com/ja/safety/
http://www.jair.co.jp/about/safety.html
https://jta-okinawa.com/safety/
http://www.jac.co.jp/company_info/safety.html
https://rac-okinawa.com/safety/
https://www.info.hac-air.co.jp/
http://www.zipairtokyo.com/ja/safety/
https://jp.ch.com/JP/DownLoadReport
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安全の基本方針

　JALグループは、企業理念のもと安全の基本方針として「安全憲章」を制定しています。この方針は、安全
に関する経営トップのコミットメントとして航空法に基づき安全管理規程に定め、国土交通大臣に届出を
行っています。

　JALグループ全社員は、安全憲章を記した安全憲章カードを携行し、一人一人がこの憲章に則り、航空のプ
ロフェッショナルとして日々の業務を遂行しています。

１．安全の基本方針

　安全憲章

安全とは、命を守ることであり、JALグループ
存立の大前提です。
私たちは、安全のプロフェッショナルとしての
使命と責任をしっかりと胸に刻み、知識、技術、
能力の限りを尽くし、一便一便の安全を確実に
実現していきます。

そのために、私たちは以下のとおり行動します。
・安全に懸念を感じた時は迷わず立ち止まります。
・規則を遵守し、基本に忠実に業務を遂行します。
・推測に頼らず、必ず確認します。
・情報は漏れなく速やかに共有し、安全の実現に活かします。
・問題を過小評価することなく、迅速かつ的確に対応します。

安 全 憲 章

安全とは、命を守ることであり、JALグループ
存立の大前提です。
私たちは、安全のプロフェッショナルとしての
使命と責任をしっかりと胸に刻み、知識、技術、
能力の限りを尽くし、一便一便の安全を確実に
実現していきます。

そのために、私たちは以下のとおり行動します。
・安全に懸念を感じた時は迷わず立ち止まります。
・規則を遵守し、基本に忠実に業務を遂行します。
・推測に頼らず、必ず確認します。
・情報は漏れなく速やかに共有し、安全の実現に活かします。
・問題を過小評価することなく、迅速かつ的確に対応します。

安全憲章　行動規範

安全憲章　本文

行
動
規
範

本
文

安全とは、命を守ることであり、JALグループ
存立の大前提です。
私たちは、安全のプロフェッショナルとしての
使命と責任をしっかりと胸に刻み、知識、技術、
能力の限りを尽くし、一便一便の安全を確実に
実現していきます。

そのために、私たちは以下のとおり行動します。
・安全に懸念を感じた時は迷わず立ち止まります。
・規則を遵守し、基本に忠実に業務を遂行します。
・推測に頼らず、必ず確認します。
・情報は漏れなく速やかに共有し、安全の実現に活かします。
・問題を過小評価することなく、迅速かつ的確に対応します。

安全憲章　行動規範

安全憲章　本文

現場の憲章唱和の様子があるとGood
※現場部門に相談中 職場での唱和の様子

（提案①）「安全とは命を守ること」についての説明を加えてみませんか。

　JALグループは、企業理念のもと安全の基本方針として「安全憲章」を制定しています。この方針は、
安全に関する経営トップのコミットメントとして航空法に基づき安全管理規程に定め、国土交通大臣に届
出を行っています。

JALグループ全社員は、安全憲章を記した安全憲章カードを携行し、一人一人がこの憲章に則り、航空の
プロフェッショナルとして日々の業務を遂行しています。

過去のCSと安全
憲章改訂時の説
明をもとに加筆
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2 2023年度の状況 行政処分・行政指導 航空事故・重大インシデント イレギュラー運航 安全上のトラブル
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（１）行政処分・行政指導
　JALグループ航空会社8社が受けた行政処分(*1)、行政指導(*2)はございませんでした。
(*1) 行政処分：国土交通省が輸送の安全を確保するために必要があると認めた時に事業者に対して実施するもので、航空法第112条（事業改善命令）、第
113条の2第3項（業務の管理の受委託の許可取消しおよび受託した業務の管理の改善命令）および第119条（事業の停止および許可の取り消し）が該当
します。
(*2) 行政指導：行政処分に至らない場合であっても、国土交通省が事業者に対して自らその事業を改善するように求めるもので、「業務改善勧告」や「厳
重注意」などが該当します。

２．2023年度の状況

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

行政処分 1件 0件 0件 0件 0件

行政指導 1件 0件 0件 0件 0件

過去に受けた行政処分・行政指導への対応状況は、JAL Web サイトよりご確認ください。

　JALエンジニアリングへの行政指導について
　　日本航空が整備業務の管理を委託しているJALエンジニアリングが、業務改善勧告を受けました。

　2023年9月に発生した不適切な整備処置、および航空局による計画的な監査やその後の報告聴取や立ち入り
検査を通して、整備に関わる複数の不適切な対応が発見されたことより、2023年12月22日、株式会社JALエン
ジニアリングは、国土交通省から業務改善勧告を受けました。

「航空輸送の安全の確保に関する業務改善勧告」に対し、講ずる措置の主な項目については以下のとおりで
す。

1. 法令及び規程等の内容に係る理解の確実化、安全運航を最優先する意識の醸成及びコンプライアンスの徹底
・ 安全品質に関わる基本事項、その意義や背景、それに関わる過去の失敗事例などを伝える

品質補完訓練のグループ討議形式での実施
・ 整備統制や運航判断に関わる業務を行う責任者に対するリスク対応専門訓練の実施
・ 上記責任者に必要な要件の明確化と任命制の導入
・ 整備管理マニュアルや業務規程（関連する社内規定も含む）の総点検の実施

2. 安全管理体制の再構築
・ 経営による職場環境改善活動（現業・間接部門における環境面の課題解決）の定期実施
・ 経営による現業・間接部門の係長クラスとの対話型ミーティングの定期開催
・ 日常的な改善提案の管理強化
・ 現業部門長による航空機整備に関わる資格者の配置状況などの月次レビューの実施
・ 月次開催の品質会議の運用改善
・ 監査部による内部監査と品質管理部門による安全品質パトロールの強化
・ 日常オペレーションにおける現業部門から品質管理部門に連絡・相談すべき事象の明確化

今回の業務改善勧告を真摯に受け止め、今後決して同様の事態を発生させることがないよう、全社員が一丸と
なり取り組んで参ります。

2/2 FROM:市毛さん
業務改善勧告を出す、という点で議論になっていた。
業務改善勧告は航空運送事業者に出すものであり、どのような整理で今
回出すのか、と。JALに出せばという意見もあったが、局はJALECから
の改善報告が欲しいとのことで却下。
→これらの経緯をふまえて最終的に出したということ、報告書がJALグ
ループでの発行であることから、JALECもJALグループであるというこ
とをふまえると、件数に含めてもよいのではないか。

※本邦航空事業者が受けた件数のみカウントしています。

5/8時点
　整備に関わる複数の不適切な対応が発見されたことより、2023年、株式会社JALエンジニアリングは、
国土交通省から業務改善勧告を受けました。
お客様をはじめとする関係の皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけするところとなり、心より深くお
詫び申し上げます。

松田
確認済

5/20 航空局安全推進質専門官　菅野 MRより

ご質問の、行政処分 /行政指導に関わる記載事項「 (4)輸送の安全を確保するために講じた
措置及び講じようとする措置に関する事項」の②に係る JALエンジニアリングへの行政指導
公表の必要有無について、回答としましては、安全報告書への記載は必須ではないと考え
ております。

 

航空法111条の６は本邦航空運送事業者「による」安全報告書の公表、となっております。

施行規則第221条の6 第4号では「輸送の安全を確保するために講じた措置」とあり、特に航
空運送事業者のことだけを公表するとは書いておらず、「輸送の安全の確保」のため整備や
運航の情報にも触れても良いと考えております。局長通達「航空法第 111 条の6 に基づく安
全報告書の公表について」では、 2.（２）のように必要な記載事項として委託業務に係る情報
を記載する箇所もあります。

しかしながら、2．（４）には注意書きは付されていませんので、今回の行政指導については、
安全報告書への記載は必須ではないと考えております。よろしくお願いいたします。

https://www.jal.com/ja/safety/trouble_info/safety_measure.html
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2024年度に受けた行政処分・行政指導

　日本航空に対する行政指導について

　2024年1月2日に発生した日本航空516便と海上保安庁機の衝突事故(詳細は6ページ)を受け、業界全体で
「航空の安全・安心確保に向けた緊急対策」が進められている中、当社で安全上のトラブルが相次いで発生(*)し
たことから、同年5月27日に書面による厳重注意という形で行政指導を受けました。
(*) 航空交通の指示を得ず滑走路に進入した事態（3件）、運航乗務員の過度な飲酒に起因した不適切な行動による欠航（1件）、 機体接触（1件）

　発生事象については、それぞれ個別の要因があるものの、共通する要因が2点あると考えています。
1点目は、業務においてさまざまなプレッシャーがある中で、安全を確保するために現場が立ち止まって確認す
ることができる環境をつくれていなかったことです。これにより、連続して事案が発生したと捉えています。
2点目は、過去の教訓を生かす安全管理の仕組みが十分に機能していなかったことです。安全管理の仕組みと
は、不具合やヒヤリハット情報を収集し、リスクを評価し、対策を講じ、その後、定着度をモニターする一連
のサイクルを指しています。これまで生じた事例の対策がどの程度定着しているかのモニターが特に弱かった
ため、類似の事案が再発したと捉えています。

以上の背景や要因を踏まえて、次のような対策を講じてまいります。

1. 緊急対応（事象発生を止めるための即時対策）
・発生事象に的を絞った個別の対策の実施
・現場へのメッセージ”一拍置こう、声をかけよう”の発信

2. 中長期対応（抜本的な対策）
　　・現場が安全活動に専念できる環境の整備

・現場の実態を把握し、安全を管理する仕組みの総点検

　なお、日本航空は、要因の分析および再発防止策を検討し、上述の内容を含め、検討結果をまとめた報告書
を6月11日に国土交通省航空局に提出しました。
　経営が先頭に立ち、全社員と一体となって安全管理体制を再構築し、再発防止策を確実に実施することによ
り、安全に対する信頼回復に努めてまいります。

厳重注意文書
報告書

　日本航空に対する行政指導について
　2024年5月27日、当社における運航に関する一連の不安全事象に対して、国土交通省より「厳重注意」を受
領しました。
お客さま、ならびにご関係の皆さまにご迷惑・ご心配をおかけしたことを心よりおわび申し上げます。

当社は本行政指導を重く受け止め、安全管理システムの総点検を行った上で、必要な対策を講じてまいりま
す。経営トップが率先して航空安全に対する意識の再徹底を図り、現場を含めた会社全体が高い緊張感を持っ
て、更なる安全性向上に全力で取り組みます。

また、一便一便の運航について、全社員が安全を大前提に落ち着いて丁寧に確認し、迷ったら立ち止まり、基
本動作・基本手順を徹底して安全運航に努めてまいります

【対象事案】
2023年11月5日　シアトル・タコマ空港において、管制許可を受けずに滑走路を横断した事案
2024年2月6日　  サンディエゴ空港において、滑走路手前の停止線をオーバーし、他機が着陸進入を中断した事案
2024年4月22日　ダラス滞在中における運航乗務員の過度な飲酒に起因した不適切な行動による欠航
2024年5月10日　福岡空港において、滑走路手前の停止線をオーバーし、他機が離陸を中断した事案
2024年5月23日　羽田空港駐機場において、自社機の主翼端同士が接触した事案

「厳重注意」に対し、講ずる措置の主な項目については以下のとおりです。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

これまでに受けた行政処分・行政指導への対応状況は、JAL Web サイトよりご確認ください。

株総資料を引用

佐々木修正中

日本航空に対する行政指導について

　2024年5月27日、当社における運航に関する一連の不安全事
象に対して、国土交通省より「厳重注意」を受領し、6月11日、
再発防止策を提出いたしました。

【経緯】
　↓
【背景】
　↓
【対策】

参照↓↓↓

まず、行政指導にいたった経緯をご説明いたします。
本年1月2日に、羽田空港で発生した事故を受けまして、業界全
体で「航空の安全・安心確保に向けた緊急対策」が進められてお
ります。
そのような中、当社で安全上のトラブルが相次いで発生したこと
から、5月27日に書面による厳重注意という形で行政指導を受
け、
6月11日に再発防止策を国土交通省に提出いたしました。

今般発生しました５件の事象については、それぞれ個別の要因が
ありますが、2点の共通する要因があったと考えております。
まず1つ目は、業務において様々なプレッシャーがある中で、安
全を確保するために、現場が立ち止まって確認することができる
環境を作れていなかったということです。
これにより、連続して事案が発生したと捉えております。
2つ目は、過去の教訓を生かす、安全を管理する仕組みが十分機
能していなかったということです。
安全を管理する仕組みとは、不具合やヒヤリハット情報を収集
し、リスクを評価し、対策を講じ、その後、定着度をモニターす
るという一連のサイクルを指しております。
これまで生じた事例の対策がどう定着しているかのモニターが特
に弱かったために、類似の事案が再発したと捉えております。
連続した、類似した事象が発生した背景としましてはコロナ禍後
のさまざまな変化により取り巻く環境の複雑性が高まる中、（経
営として）一歩踏み込んで対応することができなかったことがあ
ります。
とりわけ、急激な変化の中での技量維持や人財確保に苦慮し人員
体制の整備が追い付かなかった側面はあったと考えています
また、航空交通量が増大し、これまで以上に空港での運用が複雑
化する中で、社員が安全活動に専念できる環境の改善に十分な対
策が講じられなかったことが大きかったと考えています。

以上の背景や要因を踏まえて、次のような対策を講じてまいりま
す。
まず、事象の連続発生を止めるために、緊急対応として、今般の
事象を分析し、それらの事象に的を絞った、個別の対策を実施し
ています。
あわせて、現場に対しては、「基本に立ち返る余裕を自ら作って
欲しい、作って構わない」という、メッセージを伝えています。
また、中長期的な対応として、経営が、現場の実態を把握し、現
場が常に安全を念頭において業務できる環境を整備します。
あわせて、安全を管理する仕組みの総点検を実施し、認識した課
題を解決します。

本件を大きなきっかけとして、目指すべき、より安全・安心なオ
ペレーションを実施できるように改善して参ります。

　日本航空に対する行政指導について
　2024年5月27日、当社における運航に関する一連の不安全事象に対して、国土交通省より「厳重注意」を受
領し、6月11日、再発防止策を提出いたしました。

1月2日に発生した羽田空港における航空機衝突事故について、直ちに取り組む安全・安心対策として、航空業
界全体で「航空の安全・安心確保に向けた緊急対策」を実施している中、当社において安全上のトラブルが相
次いで発生したことに対して厳重注意を受けたことは、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めておりま
す。
お客さま、ならびにご関係の皆さまにご迷惑・ご心配をおかけしたことを改めておわび申し上げます。

経営が先頭に立ち、全社員と一体となって安全管理体制を再構築し、再発防止策を確実に実施することによ
り、安全に対する信頼回復に努めてまいります。

　パターン②佐々木作成

　日本航空に対する行政指導について
　2024年1月2日に発生した日本航空516便と海上保安庁機の衝突事故(詳細はXページ)を受け、業界全体で
「航空の安全・安心確保に向けた緊急対策」が進められております。そのような中、当社で安全上のトラブル
が相次いで発生(*)したことから、同年5月27日に書面による厳重注意という形で行政指導を受け、6月11日に再
発防止策を国土交通省に提出いたしました。
(*)航空交通の指示を得ず滑走路に進入した事態（3件）、運航乗務員の過度な飲酒に起因した不適切な行動による欠航（1件）、 機体接触（1件）

　発生事象については、それぞれ個別の要因があるものの、共通する要因が2点あると考えています。

　1. 現場が立ち止まれる環境を作れていなかった
　業務において様々なプレッシャーがある中で、安全を確保するために現場が立ち止まって確認すること
ができる環境を作れていなかったことです。これにより、連続して事案が発生したと捉えています。

2. 安全を管理する仕組みが十分機能していなかった
　安全管理の仕組みとは、不具合やヒヤリハット情報を収集し、リスクを評価し、対策を講じ、その後、
定着度をモニターする一連のサイクルを指しています。これにより、類似の事案が再発したと捉えていま
す。

　また、連続した類似の事象が発生した背景として、コロナ禍後のさまざまな変化により取り巻く環境の複雑
性が高まる中、経営として一歩踏み込んで対応することができていませんでした。特に、急激な変化の中での
技量維持や人材確保に苦慮し、人員体制の整備が追い付かなかった側面があったと考えています。
さらに、航空交通量が増大し、これまで以上に空港での運用が複雑化する中で、社員が安全活動に専念できる
環境の改善に十分な対策が講じられなかったことが大きな要因であると考えています。

以上の背景や要因を踏まえて、次のような対策を講じてまいります。

1, 緊急対応
・発生事象に的を絞った個別の対策
・現場へのメッセージ”一拍置こう、声をかけよう”

　 2. 中長期対応
　　・現場が安全活動に専念できる環境の整備

・現場の実態を把握し、安全を管理する仕組みの総点検

　経営が先頭に立ち、全社員と一体となって安全管理体制を再構築し、再発防止策を確実に実施することによ
り、安全に対する信頼回復に努めてまいります。

　日本航空に対する行政指導について

　2024年1月2日に発生した日本航空516便と海上保安庁機の衝突事故(詳細はXページ)を受け、業界全体で
「航空の安全・安心確保に向けた緊急対策」が進められている中、当社で安全上のトラブルが相次いで発生(*)し
たことから、同年5月27日に書面による厳重注意という形で行政指導を受け、6月11日に再発防止策を国土交通
省に提出いたしました。
(*)航空交通の指示を得ず滑走路に進入した事態（3件）、運航乗務員の過度な飲酒に起因した不適切な行動による欠航（1件）、 機体接触（1件）

　発生事象については、それぞれ個別の要因があるものの、共通する要因が2点あると考えています。
1点目は、業務において様々なプレッシャーがある中で、安全を確保するために現場が立ち止まって確認するこ
とができる環境をつくれていなかったことです。これにより、連続して事案が発生したと捉えています。
2点目は、過去の教訓を生かす安全管理の仕組みが十分に機能していなかったことです。安全管理の仕組みと
は、不具合やヒヤリハット情報を収集し、リスクを評価し、対策を講じ、その後、定着度をモニターする一連
のサイクルを指しています。これまで生じた事例の対策がどの程度定着しているかのモニターが特に弱かった
ため、類似の事案が再発したと捉えています。

　類似の事象が連続して発生した背景として、コロナ禍後のさまざまな変化により取り巻く環境の複雑性が高
まる中、経営として一歩踏み込んで対応することができなかったことがあります。特に、急激な変化の中での
技量維持や人材確保に苦慮し、人員体制の整備が追い付かなかった側面があったと考えています。
また、航空交通量が増大し、これまで以上に空港での運用が複雑化する中で、社員が安全活動に専念できる環
境の改善に十分な対策が講じられなかったことが大きな要因であると考えています。

以上の背景や要因を踏まえて、次のような対策を講じてまいります。

1, 緊急対応（事象発生を止めるための即時対策）
・発生事象に的を絞った個別の対策の実施
・現場へのメッセージ”一拍置こう、声をかけよう”の発信

　 2. 中長期対応（抜本的な対策）
　　・現場が安全活動に専念できる環境の整備

・現場の実態を把握し、安全を管理する仕組みの総点検

　経営が先頭に立ち、全社員と一体となって安全管理体制を再構築し、再発防止策を確実に実施することによ
り、安全に対する信頼回復に努めてまいります。

厳重注意文書（リンク）
報告書（リンク）

https://www.jal.com/ja/safety/trouble_info/pdf/warning_240611.pdf
https://www.jal.com/ja/safety/trouble_info/pdf/report_240611.pdf
https://www.jal.com/ja/safety/trouble_info/safety_measure.html
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（２）航空事故・重大インシデント

　2023年度は、航空事故(*1)が1件、重大インシデント(*2)は1件発生しました。
直近5年間の推移を見ると、航空事故は7件発生しており、このうち6件は航空機の揺れに起因するもので
す。こうした状況を踏まえて、揺れを回避する工夫や、揺れによる負傷を防止する対策に重点を置いて取り
組んできた結果、2023年度は揺れに起因する事故はございませんでした。

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

航空事故 1(0.003) 0(0.000) 2(0.008) 3(0.009) 1(0.003)

重大インシデント 3(0.008) 1(0.006) 1(0.004) 0(0.000) 1(0.003)

年間総運航便数 356,437 181,794 241,006 344,452 357,539

(*1) 航空事故：航空機の運航によって発⽣した⼈の死傷（重傷以上）、航空機の墜落、衝突または⽕災、航⾏中の航空機の損傷（その修理が大修理に該当
するもの）などの事態が該当し、国土交通省が認定します。
(*2) 重大インシデント：航空事故には至らないものの、事故が発生する恐れがあったと認められるもので、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火
災・煙の発⽣および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省が認定します。

①航空事故・重大インシデント発生状況

（　）内は1,000便あたりの発生件数

　整備に関わる複数の不適切な対応が発見されたことより、2023年、株式会社JALエンジニアリングは、
国土交通省から業務改善勧告を受けました。
2023年度は、行政処分(*1)00件、行政指導(*2)は1件でした。
過去に受けた行政処分・行政指導への対応状況は、JAL Web サイトよりご確認ください。

航空事故

日本トランスオーシャン航空036便の揺れによる客室乗務員の負傷
　2022年10月3日、日本トランスオーシャン航空036便（那覇空港発 小松空港行）において、巡航中の突然の揺
れにより、客室乗務員が右母趾種子骨(*)を骨折し、同年10月7日に国土交通省航空局より航空事故に認定されまし
た。なお、お客さまにお怪我はございませんでした。また、他の乗務員にも怪我はありませんでした。
本件は、国土交通省運輸安全委員会にて原因究明などの調査が実施されています。
(*)母趾種子骨（ぼししゅしこつ）：足親指の付け根

日本航空3760便の着陸時におけるお客さまの負傷
　2022年11月7日、日本エアコミューターが運航する日本航空3760便（種子島空港発 鹿児島空港行）におい
て、お客さまより着陸時に腰部を痛めたとのお申し出があり、後日「第2腰椎圧迫骨折」と診断されたことから同
年11月18日に国土交通省航空局より航空事故に認定されました。なお、その他のお客さまにお怪我はございませ
んでした。また、乗務員にも怪我はありませんでした。
本件は、2023年3月30日に国土交通省運輸安全委員会により事故調査報告書が公表されました。報告書では「本
事故は、同機が着陸した際、着席していた乗客1名が、接地に伴う衝撃により腰椎圧迫骨折の重傷を負ったものと
考えられる。なお、乗客の負傷に、着陸時の気象、操縦操作、機体が関与した要因はなかったものと推定され
る。」と述べられています。

日本航空687便の揺れによるお客さまの負傷
　2023年1月7日、日本航空687便（東京国際空港発 宮崎空港行）において、降下中の揺れにより、お客さまが肋
骨を骨折し、同年1月23日に国土交通省航空局より航空事故に認定されました。なお、その他のお客さまにお怪我
はございませんでした。また、乗務員にも怪我はありませんでした。
本件は、国土交通省運輸安全委員会にて原因究明などの調査が実施されています。

　2023年度は、航空事故(*1)が1件発生、重大インシデント(*2)は1件でした。
直近5年間の推移を見ると航空事故は7件発生しており、このうち6件は航空機の揺れに起因するものです。
こうした状況をふまえて、揺れを回避する工夫や、揺れによる負傷を防止する対策に重点を置いて取り組ん
でいます。詳細は11ページ以降の「3. 安全目標」をご確認ください。

(*) 2019年度から2023年度にかけてお客さまおよび当社の乗務員の死亡はございませんでした。

■発生状況

航空事故

日本航空516便と海上保安庁機の衝突事故
　2024年1月2日、日本航空516便（新千歳空港発 東京国際空港 羽田行）が羽田空港に着陸後、海上保安庁の航
空機と衝突し、滑走路脇で停止、炎上しました。この衝突により、海上保安庁の機体に搭乗していた6名の乗務員
のうち5名がお亡くなりになりました。当社便にご搭乗されていたお客さま、乗務員は全員脱出しました。
本件は、同日、国土交通省航空局により航空事故に認定されました。

重大インシデント

日本航空585便着陸時の予備燃料の不足
　2023年7月12日、日本航空585便（東京国際空港 羽田発 函館空港行）において、函館空港視界不良のため代替
空港である新千歳空港へ向かいました。新千歳空港へ向かうにあたり、着陸時に残存させるべき予備燃料が、社内
規定量（30分間の飛行が可能な燃料量）を下回る可能性を考慮し、管制官に対して着陸にあたり優先的取り扱い
を要求しました。実際に着陸した時には5分間分不足し、25分間飛行が可能な量の燃料が残る結果となりました。
お客さまにお怪我はございませんでした。また、乗務員にも怪我はございませんでした。
本件は翌日に「航空法施行規則第166条の4（事故が発生するおそれがあると認められる事態）」に掲げる「緊急
の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏」に該当するとして、国土交通省航空局により、重大インシデントに認定
されました。

松田
確認済

2019年度から2023年度にかけて、お
客様および当社の乗務員の死亡事
故は発生しておりません

航空事故

日本航空516便と海上保安庁機の衝突事故
　2024年1月2日、日本航空516便（新千歳空港発 東京国際空港 羽田行）が羽田空港に着陸後、海上保安庁の航
空機と衝突し、滑走路脇で停止、炎上しました。この衝突により、海上保安庁の機体に搭乗していた6名のうち5
名の方がお亡くなりになられました。お亡くなりになった海上保安庁の関係者の方々のご冥福を心よりお祈り申し
上げます。当社便にご搭乗されていたお客さま、乗務員は全員脱出しました。お客さまやご家族の皆さま、ご関係
の皆さまには大変なご心配、ご迷惑をおかけしていますことを深くおわび申し上げます。
本件は、同日、国土交通省航空局により航空事故に認定されました。

重大インシデント

日本航空585便着陸時の予備燃料の不足
　2023年7月12日、日本航空585便（東京国際空港 羽田発 函館空港行）において、函館空港視界不良のため代替
空港である新千歳空港へ向かいました。新千歳空港へ向かうにあたり、着陸時に残存させるべき予備燃料が、社内
規定量（30分間の飛行が可能な燃料量）を下回る可能性を考慮し、管制官に対して着陸にあたり優先的取り扱い
を要求しました。実際に着陸した時には5分間分不足し、25分間飛行が可能な量の燃料が残る結果となりました。
お客さまにお怪我はございませんでした。また、乗務員にも怪我はございませんでした。
本件は翌日に「航空法施行規則第166条の4（事故が発生するおそれがあると認められる事態）」に掲げる「緊急
の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏」に該当するとして、国土交通省航空局により、重大インシデントに認定
されました。

【20230618　赤坂さんコメント】
ｐ５

「なお、他の乗客乗員にはお怪我などはございません
でした。」という文言はそれぞれの事象に入れた方が
いい。
調査に全面的に協力する。。当たり前のことなので不
要。

⇒　企業HP　過去の記述を引用し修正（ 6/19福津）

https://www.jal.com/ja/safety/trouble_info/safety_measure.html
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②過年度の航空事故・重大インシデントについて

以下4件の調査報告書が公表されました。

航空事故

日本航空669便の揺れによる客室乗務員の負傷
（発生日：2022年3月26日　調査報告書公表日：2023年10月26日）

日本トランスオーシャン航空036便の揺れによる客室乗務員の負傷
（発生日：2022年10月3日　調査報告書公表日：2023年10月26日）

日本航空687便の揺れによるお客さまの負傷
（発生日：2023年1月7日　調査報告書公表日：2023年11月30日）

重大インシデント

日本航空3653便着陸滑走路への他機の進入
（発生日：2022年1月8日　調査報告書公表日：2023年4月27日）

航空事故・重大インシデントの詳細は、JAL Web サイトよりご確認ください。

【20230618　赤坂さんコメント】
ｐ５

「なお、他の乗客乗員にはお怪我などはございません
でした。」という文言はそれぞれの事象に入れた方が
いい。
調査に全面的に協力する。。当たり前のことなので不
要。

⇒　企業HP　過去の記述を引用し修正（ 6/19福津）

https://www.jal.com/ja/safety/trouble_info/
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　2023年度は、イレギュラー運航(*)が39件発生しました。内訳は、出発空港への引き返しが25件、目的地の変
更が9件、滑走路の閉鎖が3件、管制上の優先的取り扱いを要求した着陸が2件となっています。
イレギュラー運航は主に航空機の不具合が原因で発生しています。航空機の不具合（軽微なものを含む）の発生
率の推移を見ると、2020年度にコロナ禍による航空機の稼働の低下に伴って上昇しましたが、それ以降は、予
測整備の強化などの施策の実施により発生率は低下しており、2023年度もその傾向を維持しています。
機種別では、BOEING737-800型機およびDHC-8-400型機で件数が増加しましたが、発生した事例ごとに迅速
に原因究明を行い対策を講じるとともに、過去に講じた対策の有効性を再評価するなど、再発防止に努めていま
す。

（３）イレギュラー運航

(*) イレギュラー運航：航空機の多重システムの一部のみの不具合が発生した場合などに、運航乗務員がマニュアルに従って措置した上で、万全を期して引き返
した結果、目的地などの予定が変更されるものです（鳥衝突、被雷等を除く）。一般的には、ただちに運航の安全に影響を及ぼすような事態ではありません。

■国内線・国際線別発生状況

39件

48件

39件

47件

33件

■機種別発生状況
（件）

（年度）

（年度）

（件）

5/13
全体DRFT反映済

https://docs.google.com/presentation/d/1IrLKvh
WVUbmBodnORHmXvOlgyyL_rCrLBRcqFMYufoM/

edit#slide=id.g2da611123fb_2_0

HPの順番に修正済（酒
井）

佐々木さんと
の調整結果に

委ねます
↓

DHC

https://docs.google.com/presentation/d/1IrLKvhWVUbmBodnORHmXvOlgyyL_rCrLBRcqFMYufoM/edit#slide=id.g2da611123fb_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1IrLKvhWVUbmBodnORHmXvOlgyyL_rCrLBRcqFMYufoM/edit#slide=id.g2da611123fb_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1IrLKvhWVUbmBodnORHmXvOlgyyL_rCrLBRcqFMYufoM/edit#slide=id.g2da611123fb_2_0
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（４）安全上のトラブル

①発生状況

(*) 安全上のトラブル：航空法第111条の4並びに航空法施行規則第221条の2第3号及び第4号に基づき、国土交通省に報告することが義務付けられたもの
（この報告書では「安全上のトラブル」といいます）で、以下の事態が該当します。なお、航空法第76条第1項各号に掲げる事故及び航空法第76条の2に
規定する事態（重大インシデント）は該当しません。一般的には、ただちに航空事故の発生につながるものではありません。

安全上のトラブルの分類と具体例：
　・航空機構造の損傷 〔例〕定例整備中に発見した構造上の不具合
　・システムの不具合 〔例〕エンジントラブル、通信・電気系統のトラブル
　・非常時に作動する機器などの不具合 〔例〕火災・煙の検知器の故障
　・規定値を超えた運航  　 〔例〕決められた限界速度の超過
　・機器からの指示による急な操作等 〔例〕航空機衝突防止装置（TCAS）などの指示に基づく操作
　・その他 〔例〕規程関係、航空機からの落下物、危険物の輸送

　2023年度の安全上のトラブル(*)の発生件数は、総数で282件となり、前年度から91件減少しました。主な理
由は、前年度の増加要因だった環境有害物質輸送の申告漏れ事案が減少したことと、お客さまへの周知により
ウイルス除菌剤の持ち込みを含めて危険物の輸送が前年度に続き一層減少したことです。詳細については、11
ページ以降の「③主な事例とその対策」をご覧ください。

■安全上のトラブルの発生状況

（年度）

（%）

（件）

【参考】ウイルス除菌剤の機内持ち込み事例を除いた安全上のトラブルの発生率との比較（1,000便あたり）

(*) ウイルス除菌剤の機内持ち込みに関してはJAL Webサイトをご参照ください。

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

安全上のトラブルの発生率 1.10 1.70 1.11 1.08 0.79

ウイルス除菌剤の機内持ち込み事例(*)を除いた
安全上のトラブル発生率 0.75 1.07 0.83 1.03 0.77

5/13
全体DRFT反映済

松田
確認済

2022年度ウイルス除菌剤の機内持ち込み事例を除いた安全上のトラブル発生率につきまして、環境有害物質輸送の申告漏れが
件数に含まれておりませんでした。お詫びするとともに下表のとおり修正します。（2022年度公表資料：0.83）

　2023年度の安全上のトラブル(*)の発生件数は、総数で282件となり、前年度から91件減少しました。主な理
由は、前年度の増加要因だった環境有害物質輸送の申告漏れ事案が減少したことと、お客さまへの周知により
ウイルス除菌剤の持ち込みが前年度に続き一層減少したことです。詳細については、9ページ以降の「③主な事
例とその対策」をご覧ください。

https://faq.jal.co.jp/app/answers/detail/a_id/26427/~/%E6%A9%9F%E5%86%85%E3%81%AB%E6%B6%88%E6%AF%92%E6%B6%B2%28%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%B6%88%E6%AF%92%E6%B6%B2%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E6%B6%B2%E4%BD%93%EF%BD%A5%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB%EF%BD%A5%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%29%E3%81%AF%E6%8C%81%E3%81%A1%E8%BE%BC%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82
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②内訳

航
空
機
の
不
具
合

運
航
関
連

そ
の
他

2023年度 2022
年度
合計JAL J-AIR JTA JAC RAC HAC ZIP SJO 年度合計

航空機構造の損傷 0 0 1 2 1 0 0 0 4 4

受けた損傷(鳥衝突、被雷を除く) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

大修理相当 0 0 1 1 1 0 0 0 3 4

システムの不具合 20 7 16 0 1 0 0 3 47 32

内訳

エンジン 8 6 3 0 0 0 0 0 17 10

酸素供給 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

航法システム 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

着陸装置 2 1 0 0 0 0 0 1 4 2

燃料系統 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1

その他 8 0 12 0 1 0 0 2 23 18

非常時に作動する機器などの不具合 6 1 11 2 3 0 0 0 23 10

規定値を超えた運航 14 5 1 0 0 0 2 0 22 36

機器からの指示による急な操作など 40 13 8 3 0 0 5 4 73 69

内訳

航空機衝突防止装置作動 35 11 7 3 0 0 4 1 61 56

対地接近警報装置作動 1 2 1 0 0 0 1 3 8 11

その他 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2

その他 79 5 5 5 3 2 9 5 113 222

内訳

運航規程関係 14 1 1 0 0 0 1 2 19 12

整備規程関係 14 2 0 2 2 1 0 0 21 15

落下物 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3
危険物関係(ウイルス除菌剤の機内持ち込み) 4 0 0 0 0 0 0 0 4 19
危険物関係(ウイルス除菌剤を除く) 41 1 2 2 0 1 6 0 53 164

その他 4 1 2 1 1 0 2 3 14 9

合　計 159 31 42 12 8 2 16 12 282 373

5/13
全体DRFT反映済

松田
確認済

2022年 危険物関係164の内、68件は申告漏れを事後報
告した。申告漏れを除くと96件だった。
2023年は53件
43件の減少要因XXXXXXX

物品誤輸送：68→30
物品残置：10→4

誤輸送（30件）の次に多いのは無申告（7件）です。
誤輸送された物品にはヘアアイロンやモバイルバッテ
リーが複数あるので「環境有害物質の…」と言うのは些
か不正確かもしれません。
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事例 件数 内訳

エンジン

逆推力装置の不具合 3件 737：2件、EMBRAER：1件

鳥衝突 8件 A350：2件、787：1件、767：2件、737：1件、EMBRAER：2件

異物吸引（鳥衝突を除く） 6件 767：3件、EMBRAER：3件

航法システム 航空交通管制用自動応答装置の不具合 1件 737：1件

着陸装置 着陸装置格納機構の不具合 4件 737：1件、787：2件、EMBRAER：1件

燃料系統
燃料量の表示不具合 1件 767：1件

燃料タンクからの燃料漏れ 1件 737：1件

その他　

航空機衝突防止装置（TCAS）(*1)に関わる不具合 9件 737：8件、DHC-8：1件

対地接近警報装置（GPWS）(*2)に関わる不具合 4件 737：3件、767：1件

ウインドシア警報装置（PWS）(*3)に関わる不具合 1件 737：1件

フライトコントロールシステムに関わる不具合 4件 737：4件

操縦室の窓に関わる不具合 4件 A350：2件、787：2件

機内アナウンスシステムに関わる不具合 1件 787：1件

事例 件数 内訳

定例整備中に発見された構造部材の亀裂または腐食に伴う大修理 3件 737：1件、ATR：2件

サービスブリテン等に基づく点検により発見された亀裂または腐食に伴う大修理 1件 DHC-8：1件

③主な事例とその対策

安全上のトラブルの主な事例は以下のとおりです。
（　）内は、2022年度の発生件数。

航空機の不具合
航空機の不具合に起因する安全上のトラブルの内訳は以下のとおりです。
これらに対しては、定められた基準に基づく構造修理、部品の交換などの整備処置を実施することにより、安全
性を確保しています。

【航空機構造の損傷】　計4件（4件）

【システムの不具合】　計47件（32件）

(*1) 飛行機同士がある一定の範囲以上に接近しつつある場合、両機のパイロットに警報を出すとともに回避操作を指示する装置です。
(*2) 飛行機が地面や海面に、ある一定の範囲以上に接近した場合や、 衛星などから得られる自機の位置と地形データとを照合して山肌など前方の
　  障害物にある一定の範囲以上に接近している場合に、パイロットに警報を発して危険を知らせる装置です。機器の指示に従って運航乗務員による

適切な操作が行われることにより、安全上の問題は生じない設計となっています。JALグループでは、この装置をさらに発展させ、世界の大部分
の地形や空港の位置と周辺の障害物を記憶したE-GPWS（Enhanced GPWS）を全機に装備しています。

(*3) 局地的に風向や風速が急激に変化する現象（ウインドシア）に遭遇することが予想される場合、あるいは遭遇した場合に、パイロットに警報を
　  発して危険を知らせる装置です。

【非常時に作動する機器などの不具合】　計23件（10件）

事例 件数 内訳

非常用照明灯に関わる不具合 14件 737：9件、ATR：2件、EMBRAER：1件、DHC-8：2件

非常用装置に関わる不具合 6件 737：1件、767：1件、777：2件、787：2件

緊急脱出信号発生装置に関わる不具合 3件 737：2件、DHC-8：1件

基本は”事例”に統一
局資料を引用している
部分は”事案”(原文を用
いている)

5/13
全体DRFT反映済

ORG
https://docs.google.com/pres
entation/d/1JgWTC7NadXjxZ
77CfowFiCB52tgcHpW_jY52y
E5kJl4/edit#slide=id.g24444

ae949d_2_0

松田
確認済

https://docs.google.com/presentation/d/1JgWTC7NadXjxZ77CfowFiCB52tgcHpW_jY52yE5kJl4/edit#slide=id.g24444ae949d_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1JgWTC7NadXjxZ77CfowFiCB52tgcHpW_jY52yE5kJl4/edit#slide=id.g24444ae949d_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1JgWTC7NadXjxZ77CfowFiCB52tgcHpW_jY52yE5kJl4/edit#slide=id.g24444ae949d_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1JgWTC7NadXjxZ77CfowFiCB52tgcHpW_jY52yE5kJl4/edit#slide=id.g24444ae949d_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1JgWTC7NadXjxZ77CfowFiCB52tgcHpW_jY52yE5kJl4/edit#slide=id.g24444ae949d_2_0
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運航関連
運航関連の安全上のトラブルの内訳は以下のとおりです。
これらに対しては、必要により機体の再点検を行うとともに、事例の周知、注意喚起などの再発防止策を実
施しました。

【規定値を超えた運航】　計22件（36件）

【機器からの指示による急な操作など】　計73件（69件）

その他の安全上のトラブル
その他の安全上のトラブルの内訳は以下のとおりです。
危険物の輸送については、お客さまへの注意喚起などの対策を講じた結果、前年度から126件減少しました。整
備および運航管理に関わる事案については、機体の再点検などにより安全性の確認を行うとともに、事例の周知
や注意喚起、マニュアルの見直しを行うなどの再発防止策を実施しました。

(*1) 危険物の輸送：リチウムイオン電池、冷却材、殺虫剤、ウイルス除去・除菌製品、環境有害物質など
(*2) 整備に関わる事案：整備実施項目や整備点検間隔などに関わる不具合など整備管理に関わる事案など
(*3) 運航管理に関わる事案：乗務員の勤務時間管理や訓練管理、飛行計画などの運航管理に関わる事案など

事例 件数

運用限界等の超過 16件

航空交通管制からの指示高度や経路逸脱 6件

事例 件数

航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示(RA)(*1) 61件

対地接近警報装置（GPWS）の作動 8件

その他の計器表示の異常による出発空港への引き返し等 4件

事例 件数

危険物の輸送(*1) 57件

整備に関わる事案(*2) 21件

運航管理に関わる事案(*3) 19件

化粧室内の煙検知器作動等 6件

機内部品の外れ 1件

機体部品の脱落 2件

その他 7件

（*1) TCASは、管制指示に従った正常運航を行っている場合においても、他機との位置や速度の関係によって作動することがあります。これらは、
機器の指示に従って運航乗務員による適切な操作が行われることで、安全上の問題が生じない設計となっており、いずれのケースでも、機器の指示
に従った適切な操作が行われています。

【その他】　計113件（222件）

基本は”事例”に統一
局資料を引用している部分は”事
案”(原文を用いている)

5/13
全体DRFT反映済

ORG
https://docs.google.com
/presentation/d/1JgWT
C7NadXjxZ77CfowFiCB5
2tgcHpW_jY52yE5kJl4/
edit#slide=id.g24444ae

949d_1_620

松田
確認済

その他の安全上のトラブル
　危険物の輸送については、お客さまへの注意喚起などにより昨年度から109件減少しました。
整備および運航管理に関わる事案については、機体の再点検などにより安全性の確認を行うとともに、事例の周
知や注意喚起、マニュアルの見直しを行うなどの再発防止策を実施しました。

その他の安全上のトラブル
　危険物の輸送に対するお客さまへの注意喚起などにより、その他の安全上のトラブルの総件数は昨年度から
109件減少しました。
整備および運航管理に関わる事案については、機体の再点検などにより安全性の確認を行うとともに、事例の周
知や注意喚起、マニュアルの見直しを行うなどの再発防止策を実施しました。その他の安全上のトラブル

　その他の安全上のトラブルの総件数は昨年度の222件から109件減少し、総数は113件でした。
危険物の輸送については、
整備および運航管理に関わる事案については、機体の再点検などにより安全性の確認を行うとともに、事例の周
知や注意喚起、マニュアルの見直しを行うなどの再発防止策を実施しました。

https://docs.google.com/presentation/d/1JgWTC7NadXjxZ77CfowFiCB52tgcHpW_jY52yE5kJl4/edit#slide=id.g24444ae949d_1_620
https://docs.google.com/presentation/d/1JgWTC7NadXjxZ77CfowFiCB52tgcHpW_jY52yE5kJl4/edit#slide=id.g24444ae949d_1_620
https://docs.google.com/presentation/d/1JgWTC7NadXjxZ77CfowFiCB52tgcHpW_jY52yE5kJl4/edit#slide=id.g24444ae949d_1_620
https://docs.google.com/presentation/d/1JgWTC7NadXjxZ77CfowFiCB52tgcHpW_jY52yE5kJl4/edit#slide=id.g24444ae949d_1_620
https://docs.google.com/presentation/d/1JgWTC7NadXjxZ77CfowFiCB52tgcHpW_jY52yE5kJl4/edit#slide=id.g24444ae949d_1_620
https://docs.google.com/presentation/d/1JgWTC7NadXjxZ77CfowFiCB52tgcHpW_jY52yE5kJl4/edit#slide=id.g24444ae949d_1_620
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3 安全目標 2023年度安全目標の達成状況 2024年度安全目標

目次へ

　JALグループでは、2030年に向けたJALグループのあるべき姿「JAL VISION2030」の実現を目指して
います。その実現に向けて「2021〜2025年度JALグループ中期経営計画」を策定し、中期経営計画に基づ
き設定した安全目標の達成に向けて取り組んでいます。

3．安全目標

航空事故ゼロ・重大インシデントゼロ

１. デジタル技術の活用および情報収集の拡充、分析の深化、対策の徹底に取り組む

　不具合の再発を防止することに加えて、自社で経験のない不具合をも未然に防ぐため
に、社内外から多くの情報を集め、デジタル技術を活用し、不具合の芽となるリスクを
確実に見出せる仕組みづくりに取り組みます。

２. 安全を大前提として考え行動する人財を育成する

　安全を守るための仕組みを構築したとしても、私たちの意識や組織文化次第で仕組み
が機能しなくなることがあります。高い安全意識を持つ人財を育成するとともに、こう
した人財が安全を最優先に行動することができる組織文化の醸成に取り組みます。
 

３. 航空を取り巻くさまざまな環境変化に社内外と連携して備える

　社内外と連携しながら、航空を取り巻くさまざまな環境変化に起因する不測の事態へ
の備えや社会課題の解決に取り組みます。

数値目標

行動目標

目指す姿

安全のリーディングカンパニーとして、
安全の層を厚くし、安全安心な社会を実現する

2024年度の取り組みは12ページへ

2024年度の取り組みは15ページへ

2024年度の取り組みは17ページへ

行動目標

１. デジタル技術の活用および情報収集の拡充、分析の深化、
対策の徹底に取り組む

　不具合の再発を防止することに加えて、自社で経験のない不具合までも
未然に防ぐために、社内外から多くの情報を集め、デジタル技術を活用
し、不具合の芽となるリスクを確実に見出せる仕組みづくりに取り組みま
す。

２. 安全を大前提として考え行動する人財を育成する

　安全を守るための仕組みを構築したとしても、私たちの意識や組織文
化次第で仕組みが機能しなくなることがあります。高い安全意識を持つ
人財を育成するとともに、こうした人財が安全を最優先に行動すること
ができる組織文化の醸成に取り組みます。

３. 航空を取り巻くさまざまな環境変化に社内外と連携して備える

　社内外と連携しながら、航空を取り巻くさまざまな環境変化に起因す
る不測の事態への備えや社会課題の解決に取り組みます。

2023年度の取り組みは14ページへ

2023年度の取り組みは16ページへ

2023年度の取り組みは17ページへ

松田
確認済

（提案②）MRP202Xは、
・内部環境（数値目標レビュー、行動目標レビュー、および発生事象、課題総括、行政処分・行政指導・安全AGの提言等）
・外部環境（ICAO,IATA,欧米等の動向）
を考慮し、検討し発行し、次ページ以降の行動目標を設定しているという、との説明を加えてみませんか。

こうすると、この安全報告書で説明している色々な仕組みや取り組みの結果や成果が、このMRP20XXに来れられていることが伝えられ
ると思いました。例えば、安全AGの提言は、このMRPにも活かされていると書いてはどうか。（P.37にもありますが、行動目標の直前
に、こうした説明をすることで、MRPを修正する材料がわかるようになります。また安全AGの活動がMRPにモス日ついていることもわ
かる）

　安全目標は、年度毎に目標達成状況を振り返り、見直しを行っています。航空事故や重大インシデン
ト、その他に発生した不安全事象に加え、内部監査などの安全監査や、安全アドバイザリーグループをは
じめとする第三者評価など内部環境の変化を取り組みに反映しています。さらには、ICAO(*1)やIATA(*2)、
各国の航空当局や民間団体の動向などの外部環境の変化を踏まえて見直しています。
　
　2023年度の安全目標達成に向けた具体的な取り組みは14ページ以降、2024年度の安全目標は18ページ
をご参照ください。

　安全目標は、年度毎に目標達成状況に対するレビューを行い見直しを行っています。航空事故や重大イ
ンシデント、その他に発生した不安全事象に加え、安全監査など安全管理を実施する中で見出した課題、
安全アドバイザリーグループをはじめとする第三者から受けた助言など、内部環境の変化を取り組みに反
映しています。さらには、ICAOやEASA、ICAOなどの国際機関・国際協会、本邦の航空行政の動向などの
外部環境の変化を踏まえて適切に見直しています。
　
　2023年度の安全目標達成に向けた具体的な取り組みは13ページ以降、2024年度の安全目標は18ページ
をご参照ください。

　安全目標は、年度毎に目標達成状況に対するレビューを行い見直しを行っています。航空事故や重大イ
ンシデント、その他に発生した不安全事象に加え、内部監査などの安全監査や、安全アドバイザリーグ
ループをはじめとする第三者評価など内部環境の変化を取り組みに反映しています。さらには、ICAOや
FAA、EASA、IATAなどの国際機関・国際協会、本邦の航空行政の動向などの外部環境の変化を踏まえて適
切に見直しています。
　
　2023年度の安全目標達成に向けた具体的な取り組みは13ページ以降、2024年度の安全目標は18ページ
をご参照ください。(*1) ICAO (International Civil Aviation Organization): 国際⺠間航空機関

(*2) IATA (International Air Transport Association): 国際航空運送協会

　不具合の再発を防止することに加えて、自社で経験のない不具合をも未
然に防ぐために、社内外から多くの情報を集め、デジタル技術を活用し、
不具合の芽となるリスクを確実に見出せる仕組みづくりに取り組みます。

https://www.jal.com/ja/philosophy-vision/
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3 安全目標 2023年度安全目標の達成状況 2024年度安全目標

目次へ

数値目標の達成状況
航空事故が1件、重大インシデントが1件発生し、目標を達成できません
でした。詳細は6ページの「（２）航空事故・重大インシデント」をご覧
ください。

行動目標の達成状況 「デジタル技術と情報の活用」、「安全人財の育成」、「環境変化への
対応」の3つの行動目標の達成に向けて19の施策に取り組みました。取
り組みの詳細については、以下をご覧ください。
また、各取り組みの背景についてはJALグループ安全報告書2022年度を
ご参照ください。

（１）2023年度安全目標の達成状況

１. デジタル技術の活用および情報収集の拡充、分析の深化、対策の徹底に取り組む

飛行中の揺れによる負傷防止対策 疲労リスクの管理01 02

　JALの運航乗務員を対象にデータに基づく疲
労リスク管理体制の強化のため疲労評価ソフト
を導入し、運用を開始しました。
また、JALグループ会社毎に乗務員から収集し
た疲労に関するレポートをさまざまな指標を用
いて分析し、管理しています。その結果をもと
に、乗務員のスケジュールを改善するなどのリ
スク低減を継続的に図っています。
　今後もJALグループにおける疲労データに基
づくリスク管理を推進していきます。

　2023年度は、発生した不安全事象や航空機から得られる情報に加え、気象情報や乗務員の疲労に
関する情報や現場でのヒヤリハット情報、他社・他業界の情報など幅広い情報を収集し、ビッグデー
タ解析技術などのデジタル技術を活用して詳細に分析しました。また、AIを活用して不具合の予測精
度の向上を図り、不安全事象の未然防止に取り組みました。

　飛行中の航空機が検知した揺れ情報を自動で地上
のシステムに送信し、他便と共有するアプリケー
ションの運用を開始しました。こうして得られたタ
イムリーな情報を機内サービス中止の判断や注意喚
起のためのシートベルトサイン点灯などに役立てて
います。さらに、負傷防止対策を共有・議論する会
議を設定し、グループ全体で防止に向けて取り組み
ました。
　今後も飛行中の揺れによる負傷の低減に向けてさ
まざまな取り組みを進めていきます。

航空機の不具合を予測し未然に防ぐ取り組み（予測整備）03

　航空機から得られるさまざまなデータを、最新のビッグデー
タ解析技術やAIを活用して分析し、そこで得られた結果と整備
士が持っている知見やノウハウをかけ合わせることで、予測精
度の向上を図りました。
　こうした取り組みの結果は、イレギュラー運航の発生率の低
下などにも表れており、お客さまに安心してご搭乗いただける
よう、デジタル技術のさらなる活用を促進していきます。

佐々木さん 済

能勢さん（済）
能勢さん（済）

　2023年度は、航空機から得られる情報に加え、気象情報や乗務員の疲労に関する情報や現場での
ヒヤリハット情報、他社・他業界の情報など幅広い情報の収集に努めました。さらに、収集した情報
をビッグデータ解析技術などのデジタル技術を活用して詳細に分析し、不安全事象の未然防止に向け
て取り組みました。

　他社便のタイムリーな揺れ情報が収集できるア
プリケーションのトライアル運用を開始しまし
た。本格的な導入が始まると予め揺れを予想する
ことが可能になるため、機内サービスの中止や
シートベルトサインをオンにして乗客に注意喚起
するなどして、更に安全なフライトが可能になり
ます。さらに、JALグループにおける揺れによる
負傷を回避するため、グループ全社で定期的に負
傷防止対策について共有・議論するための会議を
設定しました。
　今後も飛行中の揺れによる負傷の低減に向けて
さまざまな取り組みを進めていきます。

2024事業報告掲載文章

機体の故障を予測するロジックの開発を加速すべ
く、航空機メーカーとの協業による故障予測分析
プラットフォームの導入やAIの活用を推進すると
ともに、匂いや音などの五感から故障を検知する
研究を開始しました。

松田
確認済

松田
確認済

松田
修正案は
コメント
欄に記載

→

松田
修正案は
コメント
欄に記載

←

松田
確認済

松田
確認済

酒井さん　済 松田さん確
認済

操縦室にて入手した気象情報

　飛行中に航空機にて検知した揺れ情報を自動で
地上のシステムに送信し、他便と共有するアプリ
ケーションの運用を開始しました。こうしたタイ
ムリーな情報共有により、揺れを予想することが
可能となるため、機内サービスの中止やシートベ
ルトサインを点灯してお客様に注意喚起するなど
更に安全なフライトに役立てています。さらに、
揺れによる負傷を回避するため、グループ全体で
定期的に負傷防止対策について共有・議論するた
めの会議を設定しました。
　今後も飛行中の揺れによる負傷の低減に向けて
さまざまな取り組みを進めていきます。

　乗務員から収集した疲労に関するレポートを
会社ごとに管理するとともに、さまざまな指標
を用いて分析し、その結果をもとに、乗務員の
スケジュールを改善するなどのリスク低減を継
続的に図っています。また、データに基づく疲
労リスク管理体制には欠かせない疲労評価ソフ
トを導入し、これを活用した運用のトライアル
を開始しました。
　今後もJALグループにおける疲労データに基
づくリスク管理をさらに推進していきます。

　2023年度は、航空機や発生した不安全事象から得られる情報に加え、気象情報や乗務員の疲労に
関する情報や現場でのヒヤリハット情報、他社・他業界の情報など幅広い情報を収集し、ビッグデー
タ解析技術などのデジタル技術を活用して詳細に分析し、不安全事象の未然防止に向けて取り組みま
した。さらに、そこで得られた結果と整備士が持っている知見やノウハウをかけ合わせることで、予
測精度の向上を図りました。

　データに基づく疲労リスク管理体制の強化の
ため疲労評価ソフトを導入し、トライアル運用
を開始しました。乗務員から収集した疲労に関
するレポートをさまざまな指標を用いて分析
し、会社毎に管理しています。その結果をもと
に、乗務員のスケジュールを改善するなどのリ
スク低減を継続的に図っています。
　今後もJALグループにおける疲労データに基
づくリスク管理を推進していきます。
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3 安全目標 2023年度安全目標の達成状況 2024年度安全目標

目次へ

他社事例の活用05

　他社で発生した航空事故、重大インシデント、
安全に関する国際的な統計データなどから、原
因、要因や不具合の予兆を分析、評価し、自社の
安全対策に役立てています。分析した安全情報を
継続的に活用できるよう、社内イントラネットに
掲載し、全社員が必要な時に閲覧、活用できるよ
うにしました。
　引き続き、社内外の安全に関する有用な情報を
JALグループの安全に活かしていきます。

　航空機のエンジン内部に至るまで、さまざまな
データをデジタル技術を活用して詳細に分析し、落
下防止のための部品補強などを行いました。さら
に、機種毎に注意すべき箇所を写真で示したハザー
ドマップを用いた点検などを実施しました。前述の
予測整備と組み合わせて取り組んだ結果、部品脱落
の総発生件数は減少しています(*)。
　引き続き、安全で安心な航空機を提供できるよう
努めます。

(*) 航空機から落下する部品等は、航空局の通達に基づき、大きさや重さに
応じて三段階に分類しています。12ページの「その他の安全上のトラブ
ル」に記載の「機体部品の脱落」は、一番大きな分類事例を集計したもの
です。

内部監査の強化06

　安全管理システムが法令や社内規定に適合して
いることを確認する監査だけではなく、安全管理
システムが適切に運営され有効に機能しているこ
とを確認する監査の手法を導入しました。
　今後、組織の特性や過去の不具合の経験などに
基づき、リスクの高い項目に焦点を当てた監査の
導入に取り組んでいきます。

安全情報の有効活用07

　安全活動の取り組み状況や航空機の故障、
ヒューマンエラーの発生状況などの安全指標の可
視化を促進するためのダッシュボードを構築しま
した。また、海外他社の取り組みの調査や安全指
標の再整理を行うことで、リスク管理体制の強化
を図りました。
　急速な環境変化のなかで、安全管理システムが
適切に運営され、期待する水準を確保できている
かどうかを判断するため、引き続き安全の状況を
多面的にモニターしていきます。

　ヒューマンエラーの背後にある要因を引き出す
ためには、調査スキルの向上が欠かせないため、
当事者への聴き取り技術を学ぶ、実践型のインタ
ビュー教育を実施しました。 また、調査によって
集めた情報から組織的な要因を特定するため、
HFACS(*)による分析を継続して実施するととも
に、分析結果のデータベース化に取り組みまし
た。
　今後もこれらの取り組みを推進し、ヒューマン
エラー対策の強化を図ります。

08 ヒューマンエラー防止に向けた取り組み

航空機からの部品等の落下を防ぐ取り組み04

佐々木さん　済

佐々木さん

(*) Human Factors Analysis and Classification System

松田
コメント
欄に記載

→

松田
確認済

松田
確認済

　取り巻く環境が急速に変化するなかで、安全
管理システムが適切に運営され、期待する水準
を確保できているかどうかを判断するためには
安全の状況を多面的にモニターする必要があり
ます。安全活動の取り組み状況や航空機の故
障、ヒューマンエラーの発生状況などの安全指
標の可視化を促進するためのダッシュボードを
構築した他、海外他社の取り組みの調査や安全
指標の再整理を行うことで、リスク管理体制の
強化を図りました。
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3 安全目標 2023年度安全目標の達成状況 2024年度安全目標

目次へ

安全に関わる教育の見直し

〔背景〕
　安全を大前提として考え行動する人財を育成するためには、
長期的かつ継続的に、成長段階に応じた教育を行っていくこと
が重要です。

〔取り組み・成果〕
　新入社員・入社10年目・新任管理職を対象とする安全研修を
継続して実施しています。これらの研修では、運航・客室・整
備・空港などの現場部門や間接部門の社員が一堂に会し、安全
運航を堅持していくために必要となる安全の知識を習得すると
ともに他部門の仲間との対話を通じて安全意識のさらなる向上
を図っています。
　研修の受講を通して受講者は、安全を守り抜く覚悟を新たにし、自分自身の安全に対する
思いと向き合っています。研修については40ページの「JALグループ階層別安全研修」をご
参照ください。

〔背景〕
　2024年3月時点で、123便事故後に入社した社員は約99%です。JALグ
ループが過去に起こした事故を自分事として捉え、事故から時間が経っても
安全に対する強い思いを持つ人財を継続的に育成していきます。

〔取り組み・成果〕
　2021年度より整備や客室など現場の若手社員を安全推進本部に配置し、
御巣鷹の尾根の整備や安全啓発センターの運営などの業務を担当することで
過去の事故を深く学ぶ機会としています。2023年度は、経験を経た社員が
全社員に対して安全講話を実施するなど、各職場で教訓を広める取り組みを
展開しました。安全講話についてはXXページの「XXXXX」をご参照くださ
い。
このように、若手社員に安全推進本部の業務を経験する機会を継続的に設け
ることで安全人財の層を厚くすることに取り組んでいます。

安全に関わる教育の見直し

安全人財の育成に向けた取り組み

09

10

２. 安全を大前提として考え行動する人財を育成する

　2023年度は、教育・研修による意識啓発や人財交流などを通して高い安全意識を持つ人財の育成に
取り組みました。また、安全を最優先に行動することができる組織文化の定着のために、心身の健康
にも着目した取り組みを実施しました。

酒井さん

酒井さん

〔背景〕
　2023年3月時点で123便事故後に入社した社員が約99%になりました。
JALグループが過去に起こした事故を自分事として捉え、事故から時間が
経っても安全に対する強い思いを持つ人財を継続的に育成していきます。

〔取り組み・成果〕
　2021年度より整備や客室など現場の若手社員を安全推進本部に配置し、
御巣鷹の尾根の整備や安全啓発センターの運営などの業務を担当することで
過去の事故を深く学ぶ機会としています。2022年度には、育成の対象を本
社部門にも拡大し、オペレーション本部の社員を新たに配置しました。
　若手社員たちは安全推進本部在籍中に「私たちの世代が事故を語り継がね
ばならない」との意識を強く持つようになり、元の職場に復帰しています。
このように、若手社員に安全推進本部の業務を経験する機会を継続的に設け
ることで安全人財の層を厚くすることに取り組んでいます。

人無しSPC　Or講話

　新入社員・入社10年目・新任管理職を対象とする
安全研修を継続的に実施しました。これらの研修で
は、運航・客室・整備・空港などの現場部門や間接
部門の社員が一堂に会し、安全運航を堅持していく
ために必要となる知識を習得するとともに他部門の
仲間との対話を通じて意識のさらなる向上を図りま
した。
　研修の受講を通して受講者は、安全を守り抜く覚
悟を新たにし、自分自身の安全に対する思いと向き
合っています。

09 安全人財の育成に向けた取り組み

　安全啓発センターの運営などの業務を担当する
ことで過去の事故を深く学ぶ機会としています。
2023年度は、安全啓発センターの運営などの経
験を積んだ社員が全社員に対して安全講話を実施
するなど、各職場で教訓を広める取り組みを展開
しました。安全講話については40ページをご参照
ください。
　このように、若手社員に安全推進に関わる業務
を経験する機会を継続的に設けることで安全人財
の育成に取り組みます。

10

継続的なキャンペーンや教育

　飲酒が及ぼす影響を正しく理解する教育を実施す
るとともに、節度ある適度な飲酒を実践するための
キャンペーン等を実施しました。さらには定期航空
協会と連携した講演会を開催しました。
　今後も形骸化を防ぐ取り組みを継続するとともに
安全教育体系を再構築し、教育効果の向上に努めま
す。

11 パイロットサポートプログラムの構築12

組織課題に対する取り組み

　2022年度から日常に潜在する組織的な課題を見
出す取り組みを本格化させています。2023年度は
持続可能な体制づくりに加えて、ミドルマネジメ
ントの業務負荷軽減や育成プログラムの必要性を
課題として見出しました。
　これらの課題への対応は2024年度の行動目標に
位置づけ取り組みます。（18ページ参照）
(*) なお、各組織の日々の安全推進活動の中で組織的な課題を見出す体制
をつくったことから、安全目標としての管理は終了いたします。

13

能勢さん（済）

　2023年度は、教育・研修による意識啓発や人財交流などを通して高い安全意識を持つ人財の育成に
取り組みました。また、安全を最優先に行動することができる組織文化の定着のために、集団規範の
確立に努めるとともに、心身の健康にも着目した取り組みを実施しました。

　新入社員・入社10年目・新任管理職を対象とする
安全研修を継続的に実施しています。これらの研修
では、運航・客室・整備・空港などの現場部門や間
接部門の社員が一堂に会し、安全運航を堅持してい
くために必要となる安全の知識を習得するとともに
他部門の仲間との対話を通じて安全意識のさらなる
向上を図りました。
　研修の受講を通して受講者は、安全を守り抜く覚
悟を新たにし、自分自身の安全に対する思いと向き
合っています。概要については40ページの「JALグ
ループ階層別安全研修」をご参照ください。

　安全啓発センターの運営などの業務を担当する
ことで過去の事故を深く学ぶ機会としています。
2023年度は、安全啓発センターの運営などの経
験を積んだ社員が全社員に対して安全講話を実施
するなど、各職場で教訓を広める取り組みを展開
しました。安全講話については39ページをご参照
ください。
このように、若手社員に安全推進に関わる業務を
経験する機会を継続的に設けることで安全人財の
育成に取り組みます。酒井さん　済

全体に反映済

　JALにて開始した不規則な勤務など特殊な環境で
仕事をする運航乗務員プライバシー保護下で悩みや
不安を打ち明けることのできるプログラム( Peer 
Support Program)を一部グループ航空でも運用を開
始しました。これにより、運航乗務員が身体的、精
神的に乗務に適した状態で業務に臨むことができる
体制の充実を図りました。
　今後、引き続きJALグループの運航乗務員を中心
に同様のサポートプログラムを展開します。

　運航乗務員がプライバシー保護下で悩みや不安を
打ち明けることのできるプログラム（Pilot Support 
Program）について、JALでの導入に続いてグルー
プ航空会社への展開を進めました。
　引き続き、運航乗務員が身体的、精神的に乗務に
適した状態で業務に臨むことができる体制の充実を
図ります。

松田さん確
認済

　JALにて開始した不規則な勤務など特殊な環境で
仕事をする運航乗務員がプライバシー保護下で悩み
や不安を打ち明けることのできるプログラム( Pilot 
Support Program)を一部グループ航空でも運用を開
始しました。これにより、運航乗務員が身体的、精
神的に乗務に適した状態で業務に臨むことができる
体制の充実を図りました。
　今後、引き続きJALグループの運航乗務員を中心
に同様のサポートプログラムを展開します。

松田さん確
認済

グループ全体で専門人財を育成する体制づくり

　運航・客室・整備・空港・貨物・オペレーション
部門など高い専門性を有する人財（専門人財）の育
成は、これまで本部単位やグループ会社単位で進め
ていました。
　2023年度から、グループ全体を一つの組織として
捉え、育成に必要な経験を蓄積できる部門への異動
や、これまで各自が実務を通じて習得していた業務
スキルを体系的に学べるプログラムを設定するな
ど、専門人財を育成する体制づくりに着手しまし
た。

14

松田
確認済

松田
確認済

松田
確認済

松田
確認済

　運航乗務員がプライバシー保護下で悩みや不安を
打ち明けることのできるプログラム（Pilot Support 
Program）をJALにて導入しているところ、2023年
度もグループ航空への展開を継続しました。
　運航乗務員が身体的、精神的に乗務に適した状態
で業務に臨むことができる体制の充実を図っていま
す。



2023年度JALグループ安全報告書 17

3 安全目標 2023年度安全目標の達成状況 2024年度安全目標

目次へ

〔背景〕
　ドローンや空飛ぶクルマは、さまざまな社会課題の解決と経
済成長を両立する新しいインフラとして大きな期待が寄せられ
ています。JALグループはこれまでの安全管理の知識と経験を活
かし、エアモビリティ特有の課題に対応した安全管理体制の構
築に取り組んでいます。

〔取り組み・成果〕
　遠隔目視外飛行による長期間の貨物輸送実証飛行を行い、
ドローンを安全かつ効率的に運航する体制の検証を引き続き行っています。
　引き続き実証飛行を積み重ね、得られたデータから、飛行方法や保守点検、非常時の対
策などを確立し、エアモビリティの安全性向上を図ります。

保安リスク低減のための活動の推進

エアモビリティを安全に運航する体制づくり

災害対策

14

15

16

17

３. 航空を取り巻くさまざまな環境変化に社内外と連携して備える

〔背景〕
　JALグループでは、最新の技術を活用して多様化するテロへの対策を強化しています。

〔取り組み・成果〕
　従来の装置よりも高い検知能力を持つCT（Computed Tomography）型検査装置を実装す
る検査機器の導入を進めました。撮影画像を立体的に生成することができるCT装置を導入す
ることで所持品検査の精度の向上を図り、テロのリスクを低減しました。また、保安検査の
さらなる強化と検査までの待ち時間を短縮することができ、より安全・安心・ストレスフ
リーな空港サービスを実現できるSmart Securityの運用を福岡と沖縄で開始しました。

〔背景〕
　不安定な世界情勢など時々刻々と変化する環境下において、保安に関わるリスクを低減す
るためには社内だけでなく社外からも積極的な情報収集が肝要です。

〔取り組み・成果〕
　保安情報専門会社との連携に加え、国内・海外他社の保安担当者と保安リスクについて随
時意見交換を実施するなど、国内外の保安リスクに関する最新の情報をタイムリーに収集
し、リスクの認知・低減を図る体制を整えました。
今後は、台湾有事等の地政学リスクに備え、さらに情報収集の強化を図ります。

〔背景〕
　近年、地震や豪雨など自然災害が激甚化しています。不測の事態が起きた際にも、公共交
通機関として、運航機能を早期に復旧することが重要です。

〔取り組み・成果〕
　自然災害への対策として、災害対策規程に基づき、有事の際の連絡系統を確認するなど、
確実に事業継続するための計画を策定しています。それに基づき、首都圏直下型地震発生な
ど実際の災害を想定した模擬演習を実施し、実効性を検証する体制の構築を完了しました。

高度な保安検査機器の導入

　2023年度は、多様化するテロへの備えとして高度な保安検査機器の導入を進めました。また、航空
で培った知識やノウハウを活かして、エアモビリティ特有の課題に対応する安全管理体制の構築に取り
組みました。さらに、エアモビリティを使ったサステナブルな物流の創出、地域社会を支える取り組み
を地方自治体および共同会社とともに推進しました。 今井さん

今井さん

福田さん

企画チーム

※なお、災害に対する体制構築を完了したことから、安全目標としての管理を終了し、総務本部
を中心として、引き続き、災害対策に取り組んでいきます。

変えてない

　従来型よりも高い検知能力を持つCT（Computed 
Tomography）型装置を実装する検査機器の導入、
Smart Securityの運用を羽田に続き、那覇空港で開
始しました。テロのリスクを低減するため、撮影画
像を立体的に生成することができるCT装置を導入す
ることで所持品検査の精度の向上を図りました。
　また、検査までの待ち時間が短縮され、より安全
・安心でストレスフリーな空港サービスの提供が可
能になりました。

    遠隔目視外飛行による実証飛行を経て、鹿児島県
大島郡瀬戸内町とともに奄美アイランドドローン株
式会社を設立し、防災から生活物流までドローンを
活用した行政サービスを開始しました。
　引き続きドローン事業、各種実証実験から得られ
るデータなどをもとにドローンの普及に必須な運航
管理・安全管理を通じ、エアモビリティの安全性向
上を図ります。

15 高度な保安検査機器の導入

　保安情報専門会社との連携に加え、国内・海外他
社の保安担当者と保安リスクについて随時意見交換
を実施するなど、国内外の保安リスクに関する最新
の情報をタイムリーに収集し、リスクの認知・低減
を図る体制の充実化に取り組みました。
　今後は、地政学リスクにも備え、さらに情報収集
と分析力の強化を図ります。

16 保安リスク低減のための活動の推進

17 エアモビリティを安全に運航する体制づくり

　自然災害への対策として、JALグループ災害対策
規程に基づき、有事の際の連絡系統を確認するな
ど、確実に事業継続するための計画を策定していま
す。それに基づき、首都圏直下型地震発生など実際
の災害を想定した模擬演習を実施し、実効性を検証
する体制を構築しました。
(*) なお、災害に対する体制構築を完了したことから、安全目標としての管
理を終了し、総務本部を中心として、引き続き、災害対策に取り組んでい
きます。

18 災害対策

今井さん 済

福田さん（済）
(済)伊藤さん
・酒井

酒井さん　済

　自然災害への対策として、災害対策規程に基づ
き、有事の際の連絡系統を確認するなど、確実に事
業継続するための計画を策定しています。それに基
づき、首都圏直下型地震発生など実際の災害を想定
した模擬演習を実施し、実効性を検証する体制の構
築しました。
*なお、災害に対する体制構築を完了したことから、安全目標としての管理を終了し、
総務本部を中心として、引き続き、災害対策に取り組んでいきます。

プレスリリース：奄美瀬戸内町とJALは、共同でドローン運航会社「奄美アイランドドローン㈱」を設立

プレスリリース：奄美瀬戸内町とJALは、共同でド
ローン運航会社「奄美アイランドドローン㈱」を設立

19 接客に携わる社員が安全業務に専念できる環境の整備

・取り組み背景
ー(MRP2024)
①接客に関わる社員が、お客さまからの
Unruly行為により苦慮
②規程を超過する手荷物が機内に持ち込
まれ、恒常的に客室乗務員が収納援助に
苦慮
※客室課題総括

ANA:https://www.yomiuri.co.jp/econo
my/20240514-OYT1T50129/

・実施したことを具体的に手荷物ルールに関する写真挿
入？（ルール啓蒙の意味も込

めて）

接客に携わる社員が安全に専念できる環境整備のた
め、Unruly行為（カスタマーハラスメントを含む安
全阻害行為等）の抑制と機内に持ち込まれる規定外
手荷物削減に取り組みました。2023年度は、安全
担当部がカスハラ行為を把握できる仕組みを構
築し、乗務員へのアンケートや実態計測を実施
し機内持ち込み手荷物に関する課題を把握しま
した。引き続き、社員が安心して安全・保安業務に
専念できる環境作りに取り組んでまいります。

機内持込みお手荷物のサイズ（大きさ・重さ）と個数

松田さん確
認済

松田さん確
認済

松田さん確
認済

松田さん確
認済

   航空の安全を守っていくためには、接客に携わる社員
が安全に専念できる環境を整備することが不可欠です。
そのため、Unruly行為（カスタマーハラスメント(カスハ
ラ)を含む安全阻害行為等）の抑制と機内に持ち込まれる
規定外手荷物削減に取り組んでいます。2023年度は、安
全担当部がカスハラ行為を把握できる仕組みを構築する
とともに、乗務員へのアンケートや実態計測を実施し、
機内持ち込み手荷物に関する課題を把握しました。引き
続き、社員が安心して安全・保安業務に専念できる環境
作りに取り組んでまいります。

航空法ポスター
https://www.mlit.go.jp/koku/1-1-1%2
0poster_japanese.pdf

JAL企業サイト
https://www.jal.com/ja/safety/reque
st_flight/prohibition.html

(*)航空機内の秩序を乱すことや、航空機内の規律に違反する行
為

第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害
し、当該航空機内にあるその者以外の者若しく は財産に危害を
及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律
に違反する行為（以下「安全阻 害行為等」という。） をして
はならない。

   航空の安全を守る上で、社員が安全業務に専念でき
る環境の整備は欠かせません。JALグループでは、航
空法に抵触する安全阻害行為等やカスタマーハラスメ
ントへの対策に取り組んできました。
　2023年度は、カスタマーハラスメントを含め暴言
や暴力などの対応に苦慮する事案を、安全を脅かす全
社の課題と捉え、解決に向けて取り組みました。

   航空の安全を守っていくためには、社員が安全業務に専
念できる環境を整備することが不可欠です。機内や空港で
は安全阻害行為や機内に持ち込まれる規定超過の手荷物へ
の対応に社員が苦慮していました。そのため、安全阻害行
為等やカスタマーハラスメントへの対策と機内に持ち込ま
れる規定外手荷物削減に取り組んでいます。
　JALグループとして航空法に抵触する安全阻害等の対応
に継続して取り組んできました。加えて、2023年度は、
カスタマーハラスメントへの対策を全社の課題として整理
を行うなど解決に向けた取り組みを強化しました。また、
機内持ち込み手荷物に関する課題の改善に向けて、乗務員
へのアンケートや実態計測を実施しました。
　引き続き、社員が安心して安全業務に専念できる環境作
りに取り組んでまいります。

航空の安全を守っていくためには、社員が安全業務に専念できる環境を整
備することが不可欠です。

①JALグループとして航空法に抵触する安全阻害行為等の対応に継続して
取り組んできましたが、安全阻害行為等だけではなく、カスタマーハラス
メントへの対策

②機内に持ち込まれる規定外手荷物削減の取り組みも重要と捉えました。

（そこで）2023年度は、カスタマーハラスメントへの対策を含め暴言や
全社の課題として整理を行うなど解決に向けた取り組みを強化しました。
また、機内持ち込み手荷物に関する課題の改善に向けて、乗務員へのアン
ケートや実態計測を実施しました。

引き続き、社員が安心して安全業務に専念できる環境作りに取り組んでま
いります。

航空の安全を守っていくためには、社員が安全業務に専念できる
環境を整備することが不可欠です。
これまで、JALグループとして航空法に抵触する安全阻害行為等
の対応に継続して取り組んできましたが、安全阻害行為等だけで
はなく、カスタマーハラスメントへの対策と機内に持ち込まれる
規定外手荷物削減の取り組みも重要と捉えました。

（そこで）2023年度は、カスタマーハラスメントへの対策を含
め暴言や全社の課題として整理を行うなど解決に向けた取り組み
を強化しました。また、機内持ち込み手荷物に関する課題の改善
に向けて、乗務員へのアンケートや実態計測を実施しました。

引き続き、社員が安心して安全業務に専念できる環境作りに取り
組んでまいります。

   　航空の安全を守る上で、社員が安全業務に専念できる
環境の整備は欠かせません。JALグループでは、航空法に
抵触する安全阻害行為等やカスタマーハラスメントへの対
策に取り組んできました。
　2023年度は、これまでの取り組みに加え、カスタマー
ハラスメントを含め暴言や暴力などにより対応に苦慮する
事案を安全を脅かす課題と捉え、グループとして解決に向
けて取り組みました。
　　　　　　　　　　　=図１=
　また、機内へ個数・大きさ・重さを超過したお手荷物の
持ち込みや過剰な収納依頼が乗務員の安全業務に影響を及
ぼしている現状の改善に向け、乗務員へのアンケートや実
態計測を実施しました。
　引き続き、社員が安心して安全業務に専念できる環境作
りに取り組んでまいります。
　　　　　　　　　　　=図２=

   航空の安全を守る上で、社員が安全業務に専念できる環
境の整備は欠かせません。JALグループでは、航空法に抵
触する安全阻害行為等やカスタマーハラスメントへの対策
に取り組んできました。
　2023年度は、これまでの取り組みに加え、カスタマー
ハラスメントを含め暴言や暴力などにより対応に苦慮する
事案を安全を脅かす全社の課題と捉え、解決に向けて取り
組みました。
　　　　　　　　　　　=図１=
　また、個数・大きさ・重さを超過したお手荷物の機内へ
の持ち込みが離陸に向けた安全業務に影響を及ぼしている
現状の改善に向け、客室乗務員へのアンケートなどにより
実態の把握を進めました。
　引き続き、社員が安心して安全業務に専念できる環境作
りに取り組んでまいります。
　　　　　　　　　　　=図２=

松田
確認済

松田
確認済

松田
確認済

松田
確認済

松田
確認済

松田
確認済

今井さん 済
酒井追記

松田さん確
認済

松田
確認済

　また、個数・大きさ・重さを超過したお手荷物の
機内への持ち込みが離陸に向けた安全業務に影響を
及ぼしている現状の改善に向け、客室乗務員へのア
ンケートなどにより実態の把握を進めました。
　引き続き、社員が安心して安全業務に専念できる
環境作りに取り組んでまいります。

5/20 GMZコメント
反映

航空法で定められた禁止事項

付属品（ハンドル、ポケット、キャスターなど）を含みます。
持ち込み可能なお手荷物の大きさは、飛行機の座席数により異なります。

重量：10kg以内
個数：
身の回りの品(*)の他1個
(*ハンドバッグやショッピングバッグ、
空港で購入されたお土産なども含みます)

https://press.jal.co.jp/ja/release/202402/007943.html
https://press.jal.co.jp/ja/release/202402/007943.html
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240514-OYT1T50129/
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240514-OYT1T50129/
https://www.mlit.go.jp/koku/1-1-1%20poster_japanese.pdf
https://www.mlit.go.jp/koku/1-1-1%20poster_japanese.pdf
https://www.jal.com/ja/safety/request_flight/prohibition.html
https://www.jal.com/ja/safety/request_flight/prohibition.html
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3 安全目標 2023年度安全目標の達成状況 2024年度安全目標

目次へ

飛行中の揺れ防止対策 疲労リスクの管理

航空機の不具合を予測し
未然に防ぐ取り組み（予測整備）

航空機からの部品等の落下を
防ぐ取り組み

他社事例の活用 内部監査の強化

安全情報の有効活用 ヒューマンエラー防止に向けた取り組み

現場部門の課題解決に向けた仕組みづくり

（２）2024年度安全目標
　引き続き、数値目標「航空事故・重大インシデントゼロ」および以下3つの行動目標を設定し、達成に向けて
取り組みます。中期経営計画を推進する中で見出した課題への対策を追加し、18の施策に取り組むことで行動
目標の達成を目指します。

１. デジタル技術の活用および情報収集の拡充、分析の深化、対策の徹底に取り組む

２. 安全を大前提として考え行動する人財を育成する

安全に関わる教育の見直し 安全人財の育成に向けた取り組み

継続的なキャンペーンや教育 パイロットサポートプログラムの
構築

専門人財を持続的に育成する
体制づくり

３. 航空を取り巻くさまざまな環境変化に社内外と連携して備える

高度な保安検査機器の導入 保安リスク低減のための
活動の推進

エアモビリティを安全に運航する体制づくり 接客に携わる社員が安全に
専念できる環境の整備

高度な保安検査設備
「JAL SMART SECURITY」

運航乗務員がプライバシー
保護下で相談できる仕組み

「JAL Peer Support Program」

部品等の落下防止に向けた
エンジン内部部品の検査

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

14

15 16

17 18

追加09

１. デジタル技術の活用および情報収集の拡充、分析の深化、対策の徹底に取り組む

①飛行中の揺れによる
負傷防止対策 ②疲労リスクの管理

③航空機の不具合を予測し
未然に防ぐ取り組み

（予測整備）

④航空機からの部品等の
落下を防ぐ取り組み

⑥他社事例の活用

⑦内部監査の強化 ⑧安全情報の有効活用 ⑨ヒューマンエラー防止に
向けた取り組み

２. 安全を大前提として考え行動する人財を育成する

⑩安全に関わる教育の
見直し

⑪安全人財の育成に向けた
取り組み

⑫継続的な
キャンペーンや教育

⑬パイロットサポート
プログラムの構築

⑮高度な
保安検査機器の導入

⑯保安リスク低減のための
活動の推進

⑰エアモビリティを
安全に運航する体制づくり

⑱接客に携わる社員が
安全に専念できる

環境の整備

３. 航空を取り巻くさまざまな環境変化に社内外と連携して備える

18個なので不足

⑤現業の「にくい・やすい(*)」
を解決できる仕組みの構築

⑭オペレーションを支える
人財を育成する体制づくり

追加

松田
確認済

(*) 将来のエラーの芽になる可能性がある「やりにくさ」や「間違いやすい」手順や作業など、業務を遂行するうえで阻害となるものやこと



2023年度JALグループ安全報告書 19

4 安全管理システム 安全管理の方針 安全管理の体制 安全管理の実施

目次へ

（１）安全管理の方針

　安全管理システムは、「安全の方針と目標」、「安全に係るリスクの管理」、「安全の保証」および
「更なる安全性の向上のための取り組み」の4つの柱から成り立っています。JALグループでは、経営が安
全方針を表明し、各部門にて浸透を図るとともに、当年度の安全目標を設定し、経営を含むJALグループ全
社員が一体となって安全管理システムに基づき業務を遂行することによって航空の安全の維持、向上を
図っています。
　さらに、高い安全水準を確保するために、経営、各部門、安全推進本部において安全に関するPDCAサイ
クルを確実に回し、それらを有機的に結びつけることで安全管理システムを機能させ、継続した改善を
行っています。

①安全管理システムの運営方針

　JALグループは、企業理念のもと安全の基本方針として「安全憲章」を制定するとともに、その方針を安
全管理規程に定めています。
　経営トップから第一線の社員までの一人一人は、この憲章に則り、安全管理の考え方と方針を正しく理解
し、日々の業務を遂行しています。

4．安全管理システム

経営

CheckAction

Plan Do

　各部門では、部門レベルで安全管理システムの
運営を推進し、運営、改善状況を経営および安全
推進本部へ報告しています。PDCAサイクルを回
した結果や、経営、安全推進本部からの指示を受
け、改善につなげています。

　経営は、グループ安全対策会議(*)において、JAL
グループ全体の安全管理の方針を策定し、安全目
標の達成状況、安全監査の結果、安全施策の進捗
状況、重大な事故・トラブルの発生状況および予
防・再発防止処置の状況などの報告を受け、経営
として必要な対応を決定し、実行を指示すること
で安全管理システムを運営しています。
(*) 日本航空社長（議長）、安全統括管理者、議長が指名する役員とグ
ループ航空会社社長で構成される会議体

　安全推進本部は、JALグループ全体の安全管理システムの運営を推進しています。その結果
や、経営からの指示、各部門からの報告を受け、改善につなげています。また、安全管理システ
ムの運営、改善状況を経営へ報告する他、各部門の課題を抽出し、改善を指示しています。

　JALグループでは、関係法令等、国際基準の定めに従って、安全に係る規程および業務基準・手順等を定
めて文書化しています。また、それらを関係する社員に確実に周知する体制を整備しています。

②規程類の設定および管理

Plan Do

Action Check

経営

Plan Do

Action Check

経営

Plan Do

Action Check

安全推進
本部

Plan Do

Action Check

各部門

Do

CheckAction

Plan

経営

各部門 安全推進本部

経営

各部門 安全推進本部

ここでいう経営はグループ安全対策会議におい
て、JALグループ全体の安全管理の方針を策定す
ることを示すため、グループ安全対策会議のメン
バーを示してはどうか。

松田
修正案は
コメント
欄に記載

→
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4 安全管理システム 安全管理の方針 安全管理の体制 安全管理の実施

目次へ

　JALグループ全体で均質かつ高い安全レベルを維持するため、
日本航空を含む各グループ航空会社は、グループ安全対策会議で
確認された共通の方針のもと、安全管理を行っています。
また、グループ安全対策会議の下部会議体として、グループ航空
安全推進委員会を設置し、各本部間および各グループ航空会社間
の安全に係る連携の維持・強化を図っています。
　各会議体については、22ページ以降の「④各グループ航空会
社の安全管理体制」を参照ください。

①安全管理の体制

 （２）安全管理の体制

運航
本部長

運航安全
推進部長

 

整備
本部長

空港
本部長

整備
管理部長

空港
企画部長

安全推進
本部長

JAL
議長

委員長

議員

グループ
航空安全

推進委員会

グループ
安全対策会議

社長

オペレーション
本部長

オペレーション
安全・品質
推進部長

客室
本部長

客室安全
推進部長

貨物郵便
本部長

業務
部長

各本部
安全委員会

アルコール対策
特別委員会

各本部
アルコール対策

専門部会

委員長

グループ航空会社
J-AIR/JTA/JAC/RAC/HAC/ZIP/SJO

議員

委員

社長

安全担当役員

安全統括
管理者

アルコール対策特別委員会
（名称は会社により異なる）

安全委員会
（名称は会社により異なる）

安全管理に係る体制図

グループ安全対策会議

松田
確認済

リスク
管理
部長

運航
本部長

運航安全
推進部長

 

整備
本部長

空港
本部長

整備
管理部長

空港
企画部長

安全推進
本部長

JAL
議長

委員長

議員

グループ
航空安全

推進委員会

グループ
安全対策会議

社長

安全統括
管理者

オペレーション
本部長

オペレーション
安全・品質
推進部長

客室
本部長

客室安全
推進部長

貨物郵便
本部長

業務
部長

各本部
安全委員会

アルコール対策
特別委員会

各本部
アルコール対策

専門部会

委員長

グループ航空会社
J-AIR/JTA/JAC/RAC/HAC/ZIP/SJO

議員

委員

社長

安全担当役員

安全統括
管理者

アルコール対策特別委員会
（名称は会社により異なる）

安全委員会
（名称は会社により異なる）

リスク
管理
部長

安全統括
管理者
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4 安全管理システム 安全管理の方針 安全管理の体制 安全管理の実施

目次へ

　安全管理システムを遂行するにあたり、安全に係る最終責任は各社社長が有しています。
各社社長は、安全方針を表明し、社内へ浸透させるとともに、安全管理システムが有効に機能するために必要な資
源の確保などを行っています。

②社長

　航空法第103条の2に基づき、各グループ航空会社は「安全統括管理者」を選任しています。安全統括管理者
は、安全管理システムの取り組みを統括的に管理する責任と権限を有し、安全施策や安全投資などの重要な経営上
の意思決定への関与や、安全に関する重要事項の社長や取締役会への報告を行っています。安全統括管理者は各社
社長により選任されています。
各グループ航空会社の安全統括管理者は以下のとおりです。
（2023年4月1日～2024年3月31日）

会社名 安全統括管理者 任期

日本航空 代表取締役社長　  　　　　　　  赤坂 祐二

ジェイエア 常務取締役　　　　　　　　　　月東 稔雄 2023年04月01日～

日本トランスオーシャン航空
取締役常務執行役員　　　　　　大城 善信 2020年04月01日～2023年06月25日

取締役執行役員　　　　　　　　末好 康宏 2023年6月26日～

日本エアコミューター 取締役　　　　　　　　　　　　冨田 史宣

琉球エアーコミューター 取締役                    　　　　　　 香野 俊之

北海道エアシステム 取締役　　　　　　　　　　　　齊藤 一之

ZIPAIR Tokyo 取締役　　　　　　　　　　　　吉澤 賢一 2019年12月5日～2024年03月31日

スプリング・ジャパン 取締役　　　　　　　　　　　　上谷 宏 2022年7月1日～

③安全統括管理者

確認
JAC OK

J-AIR OK
ZIP OK 
JTA OK

松田
修正案は
コメント
欄に記載

→



2023年度JALグループ安全報告書 22

4 安全管理システム 安全管理の方針 安全管理の体制 安全管理の実施

目次へ

　a. 日本航空

（組織・人員数は2024年3月31日時点　ただし休職者は除く）

(*1) 整備部⾨は、JALエンジニアリングに在籍する社員を含めて4,281名となります。
（「航空機の整備に関する業務の委託状況」については31～32ページをご参照ください）

(*2) 空港部⾨は、JALスカイならびにJALグランドサービスなどのグループ会社11社に在籍する社員を含めて9,758名となります。
(*3) 貨物郵便部⾨は、JALカーゴサービスなどのグループ会社5社に在籍する社員を含めて1,433名となります。

人数 主な所属先 備考

運航乗務員 2,404名 運航本部

整備士 116名(*4) 整備本部 うち、有資格整備士(*5)は98名

客室乗務員 6,456名 客室本部

運航管理者 80名(*6) オペレーション本部

(*4) 整備従事者は、JALエンジニアリングに在籍する社員を含めて3,011名、うち有資格整備士は1,765名となります。
(*5) 整備士の資格とは、国家資格としての「一等航空整備士」、「一等航空運航整備士」、「航空工場整備士」を指します。
(*6) 運航管理者は、JALスカイなどに在籍する社員を含めて80名となります。

 

安全推進本部

運航安全委員会 整備安全委員会 客室安全委員会 空港安全委員会 オペレーション
安全委員会

運航本部

運航安全推進部

 

グループ
航空安全推進委員会 

グループ安全対策会議 

2,660名 154名(*1) 6,108名 715名(*2) 310名

整備本部 客室本部 空港本部 オペレーション本部

整備管理部 客室安全推進部 空港企画部 オペレーション
安全・品質推進部

45名（本部の内数） 16名（本部の内数） 14名（本部の内数） 59名（本部の内数） 18名（本部の内数）

62名

社　　長

安全統括管理者

貨物安全委員会

472名(*3)

貨物郵便本部

業務部

15名（本部の内数）

アルコール対策専門部会

アルコール対策
特別委員会 

④各グループ航空会社の安全管理体制

（a）安全管理の体制

（b）運航乗務員、整備士、有資格整備士、客室乗務員、運航管理者の数

 

社長

安全統括管理者アルコール対策特別委員会

アルコール対策専門部会

グループ安全対策会議

グループ
航空安全推進委員会

安全推進本部　66名

貨物郵便本部
492名(*3)

運航本部
2,722名

整備本部
157名(*1)

客室本部
6,417名

運航安全推進部
48名（本部の内数）

整備管理部
17名（本部の内数）

客室安全推進部
14名（本部の内数）

空港本部
738名(*2)

オペレーション本部
309名

空港企画部
59名（本部の内数）

オペレーション
安全・品質推進部

17名（本部の内数）

業務部
18名（本部の内数）

運航安全
委員会

整備安全
委員会

客室安全
委員会

空港安全
委員会

オペレーション
安全委員会

貨物安全
委員会

4/25
OYZ,HYZ,整備士の数については
確認中(佐々木)

(*4)整備従事者は、JALエンジニアリングに在籍する社員を含めて3,011名、うち有資格整備士は1,765名となります。
(*5)整備士の資格とは、国家資格としての「一等航空整備士」、「一等航空運航整備士」、「航空工場整備士」を指します。
(*6)運航管理者は、JALスカイなどに在籍する社員を含めて80名となります。

松田
確認済

■今後の課題
整備士、整備従事者

使い分けを確認

 

社長

安全統括管理者アルコール対策特別委員会

アルコール対策専門部会

グループ安全対策会議

グループ
航空安全推進委員会

安全推進本部　66名

貨物郵便本部
492名(*3)

運航本部
2,722名

整備本部
157名(*1)

客室本部
6,417名

運航安全推進部
48名（本部の内数）

整備管理部
17名（本部の内数）

客室安全推進部
14名（本部の内数）

空港本部
738名(*2)

オペレーション本部
309名

空港企画部
59名（本部の内数）

オペレーション
安全・品質推進部

17名（本部の内数）

業務部
18名（本部の内数）

運航安全
委員会

整備安全
委員会

客室安全
委員会

空港安全
委員会

オペレーション
安全委員会

貨物安全
委員会
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4 安全管理システム 安全管理の方針 安全管理の体制 安全管理の実施

目次へ

生産本部内の安全に関わる会議体
（運航安全委員会・整備安全委員会・客室安全委員会・空港安全委員会・オペレーション安全委員会・貨物安全委員会）
　安全に関わる生産本部内の連携強化を図るとともに、生産本部内の安全に関わる方針の決定などを行うた
めに設置しています。

安全推進本部
日本航空とJALグループ全体の安全性向上のための統括責任を担います。

運航・整備・客室・空港・オペレーション・貨物郵便本部（各生産本部）
　運航に必要なそれぞれの機能を担当する各生産本部の長は、各生産本部内の安全に関わる委員会の委員長
を務め、指揮下の安全に関わる業務についての総合的判断、および決定を行うとともに、社長ならびに安全
統括管理者への報告を行います。

　JALグループでは、日常運航の実態を把握し、発生した事象の情報に基づいて、各機能・組織が連携して
必要な改善を行うため、安全に関わる各種会議体を設置しています。

グループ航空安全推進委員会
　グループ安全対策会議の下部会議体として、各本部間およびグループ航空会社間の安全に係る連携の維持
・強化を図ることでグループ全体の航空運送における安全性を向上させることを目的として、日本航空安全
推進本部長（委員長）、委員長が指名する日本航空の安全管理担当部門長、および各グループ航空会社の安
全統括管理者または安全担当役員をもって構成される会議体です。

（c）安全管理の組織

（d）安全に関わる会議体

総務本部
　総務本部では発災時の被害軽減・拡大防止、業務活動の維持や早期回復を図ることを目的として自然災害へ
の対応をJALグループ災害対策規程に定めています。火災・爆発、風水害、雪害等の自然災害、地震および地
震に伴い発生する津波、噴火、その他の異常な現象などの災害について、社員、旅客、訪問者ならびに役員の
安全、およびJALグループが管理する資産の保全のために、災害に対する防災および発生時の対応を定めるこ
とで、安全性向上につなげています。

グループ安全対策会議
　グループの理念・方針に基づき、グループ全体の航空安全を確保し、安全管理を推進することを目的とし
て、日本航空社長（議長）、安全統括管理者、議長が指名する役員と、グループ航空会社社長で構成される
会議体です。

アルコール対策特別委員会
　運航乗務員および客室乗務員、整備従事者、運航管理者、空港内運転者に係るアルコールリスクの全社的
な管理を目的として、日本航空安全統括管理者（委員長）、日本航空安全推進本部長、および運航・客室・
整備・空港・オペレーション・貨物郵便本部長等で構成される会議体です。

アルコール対策専門部会
　アルコール対策特別委員会の下部会議体として、運航・客室・整備・空港・オペレーション・貨物郵便本
部における情報収集と分析、対策の実行と実施状況の監視等を目的として、各本部長が部会長を務め本部内
の安全管理担当部門および関係部門、安全推進本部で構成される会議体です。

松田
修正案は
コメント
欄に記載

→
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4 安全管理システム 安全管理の方針 安全管理の体制 安全管理の実施

目次へ

b. ジェイエア

（b）運航乗務員、整備士、有資格整備士、客室乗務員、運航管理者の数

人数 主な所属先 備考

運航乗務員 331名 ERJ運航乗員部

客室乗務員 339名 客室乗員部

運航管理者 32名 空港・オペレーション部 日本航空と共用
(*) 2016年4月より、整備業務の管理をJALエンジニアリングに委託しています。

（c）安全管理の組織

 （a）安全管理の体制

（d）安全に関わる会議体
航空安全推進委員会
　社長が委員長を務め、安全統括管理者、常勤役員、安全管理に関わる部門長をメンバーとして、航空安
全に関わる全社的企画の立案、総合調整、勧告･助言を行っています。
また、社長や安全担当者は、日本航空の安全に関わる会議体に出席し、緊密な連携と情報共有を図るとと
もに、入手した情報などを社内に周知します。

安全企画会議
　航空安全推進委員会の下部機関として、各部門社員
で構成され、部門間の連携により安全性向上のために
必要な施策の検討・調整を行い、安全施策の推進を図
ることを目的としています。

アルコール対策特別委員会
　飲酒対策の抜本的な再構築の一環として、未然防止
を体系的かつ組織的に推進するため、安全統括管理者
の責任と権限のもとで運営しています。

安全推進部が全社的な安全管理を担当します。

 

社長

安全統括管理者アルコール対策特別委員会

アルコール対策専門部会

航空安全推進委員会

安全企画会議

安全推進部　3名

空港・オペレーション部 9名運航部門　350名 整備管理部　1名 客室乗員部　343名

（4）
・春の運客合同キャンペーン　
FY23春より開始。４月～のおよそ一か月間、運客の情報
共有、コミュニケーションに努めタービュランスに
よる負傷を防ごうという目的のキャンペーン

・空地連携ミーティング
運航管理者や就航地空港 SOとJ-AIR運航乗務員との相互
理解を深め、よりよい運航をおこなうことを
目的としたミーティング

・PTD X CA 交流会
業務の相互理解・双方間でのコミュニケーションを深めるこ
とで空地連携の強化を目的に、各地方空港から
PTさんに来阪いただき開催する交流会。

4/24J-AIR反映

松田
確認済
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4 安全管理システム 安全管理の方針 安全管理の体制 安全管理の実施

目次へ

アルコール対策特別委員会
　飲酒対策の抜本的な再構築の一環として、未然防止
を体系的かつ組織的に推進するため、安全統括管理者
の責任と権限のもとで運営しています。

人数 主な所属先 備考

運航乗務員 165名 運航部門

整備士 187名 整備部門 うち、有資格整備士は163名

客室乗務員 318名 客室部門

運航管理者 14名 空港部門 オペレーションコントロール部

（c）安全管理の組織

（b）運航乗務員、整備士、有資格整備士、客室乗務員、運航管理者の数

（d）安全に関わる会議体

安全推進部が全社的な安全管理を担当します。

総合安全推進委員会
　社長が委員長を務め、安全統括管理者、常勤役員、航空安全に直接関わる部長、および琉球エアーコミュー
ター社長などをメンバーとして、航空機の安全運航に関連するすべての事項、航空保安に関する事項などにつ
いて全社的観点から企画・立案、総合調整、助言、または必要により勧告を行い、全社的な総合安全対策を促
進するために設置しています。
　また、社長や安全担当者は、日本航空の安全に関わる会議体に出席し、緊密な連携と情報共有を図るととも
に、入手した情報などを社内に周知します。

運航・整備連絡会議
　社長が指名する役員を議長とし、運航、整備などの安
全に関わる組織の担当役員、および部長をメンバーとし
て、運航部門と整備部門が定期的に情報共有と意思疎通
を図り、相互理解の推進と連携強化により、安全運航に
寄与するために設置しています。

c. 日本トランスオーシャン航空

 （a）安全管理の体制

 

社長

安全統括管理者アルコール対策特別委員会

総合安全推進委員会

安全推進部　6名

空港部門 44名運航部門　205名 整備部門　281名 客室部門　336名

運航・整備連絡会議

4/24JTA反映

松田
確認済
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4 安全管理システム 安全管理の方針 安全管理の体制 安全管理の実施

目次へ

人数 主な所属先 備考

運航乗務員 104名 運航部門

整備士 117名 整備部門 うち、有資格整備士は84名

客室乗務員 70名 客室部

運航管理者 9名 オペレーションコントロール部

 （c）安全管理の組織

（b）運航乗務員、整備士、有資格整備士、客室乗務員、運航管理者の数

安全推進委員会
　社長が委員長を務め、安全統括管理者、常勤役員、安全に直接関わる組織長をメンバーとして、安全に関わ
る全社的企画の立案、総合調整、勧告･助言を行っています。
　また、社長や安全担当者は、日本航空の安全に関わる会議体に出席し、緊密な連携と情報共有を図るととも
に、入手した情報などを社内に周知します。

安全推進部が全社的な安全管理を担当します。

安全担当者会議
　安全推進委員会の下部機関として、各部門の社員で構成され、部門
間の意思疎通を図り安全性向上のために必要な施策について検討・調
整および促進を図ることを目的としています。

（d）安全に関わる会議体

アルコール対策特別委員会
　飲酒対策の抜本的な再構築の一環として、未然防止を体系的かつ組
織的に推進するため、安全統括管理者の責任と権限のもとで運営して
います。

d. 日本エアコミューター

 （a）安全管理の体制

 

社長

安全統括管理者アルコール対策特別委員会

安全推進委員会

安全担当者会議

安全推進部　4名

オペレーションコントロール部 
19名

運航部門
131名

客室部
66名

整備部門
174名

4/23JAC反映

(4)安全にかかわるコミュニケーション　※新規

↑について、当社の23年度の取組から以下の掲載についてご検討をいただけれ
ば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

・小松原明哲先生（安全アドバイザリーグループ）による安全講話
　 小松原先生による安全講話を実施、　
　 講話の模様を録画、経営を含む全社員を対象に動画の視聴、アンケートを実
施した。

・JAC安全啓発教育
　　2017年に発生した弊社整備士の死亡事故をうけ、
　　"同僚の死から学んだ二度と事故は起こさない"　という強い誓いを社員一
人ひとりがより強く持つため、
　　現地・現物・現人の重要性に鑑みて整備部門内で行われていた安全啓発教
育を全社員向けに実施した。
　　・教育内容
　　　　① 講話およびディスカッション(2時間)
        ② 鹿児島格納庫内安全啓発室の自主見学

松田
確認済
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4 安全管理システム 安全管理の方針 安全管理の体制 安全管理の実施
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人数 主な所属先 備考

運航乗務員 42名 乗員部

整備士 18名 整備部門 うち、有資格整備士は15名

客室乗務員 22名 乗員部

運航管理者 21名 運航部 日本トランスオーシャン航空と共用

（c）安全管理の組織

（b）運航乗務員、整備士、有資格整備士、客室乗務員、運航管理者の数

安全推進委員会
　社長が委員長を務め、安全統括管理者、常勤役員、全部長および社長が任命するものをメンバーとして、
航空安全に関わる全社的企画の立案、総合調整、勧告･助言を行っています。
　また、社長や安全担当者は、日本航空および日本トランスオーシャン航空の安全に関わる会議体に出席
し、緊密な連携と情報共有を図るとともに、入手した情報などを社内に周知します。

安全推進部が全社的な安全管理を担当します。

（d）安全に関わる会議体

アルコール対策特別委員会
　飲酒対策の抜本的な再構築の一環として、未然防止を
体系的かつ組織的に推進するため、安全統括管理者の責
任と権限のもとで運営しています。

e. 琉球エアーコミューター

 （a）安全管理の体制

 

社長

安全統括管理者アルコール対策特別委員会

安全推進委員会

安全推進部　2名

業務部 12名運航部　6名 乗員部・運航乗員訓練審査部　85名 整備部門　35名

4/26RAC反映

松田
確認済
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4 安全管理システム 安全管理の方針 安全管理の体制 安全管理の実施
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人数 主な所属先 備考

運航乗務員 36名 乗員部

客室乗務員 16名 客室部

運航管理者 7名 オペレーションコントロール部

（c）安全管理の組織

(*) 2007年11月より、整備業務の管理を日本エアコミューターに委託しています。

（b）運航乗務員、整備士、有資格整備士、客室乗務員、運航管理者の数

安全推進委員会
　社長が委員長を務め、全部門担当役員および担当役員が指名するものをメンバーとして、航空安全に関する
企画・立案、総合調整、勧告・助言を行っています。
　また、社長をはじめ関係する役員および社員は、日本航空の安全に関わる会議体に出席し、緊密な連携と情
報共有を図るとともに、入手した情報などを社内に周知します。

安全推進部が全社的な安全管理を担当します。

（d）安全に関わる会議体

安全担当者会議
　安全推進部と現業部門の安全担当者により組織される会議体
です。現業部門の目線を活かして安全管理システムを遂行する
ことが、設置の目的です。

アルコール対策委員会
　飲酒対策の全社的な管理、情報収集と分析、対策実行と実施
状況の監視などを目的として、安全統括管理者の責任と権限の
もとで運営しています。

f. 北海道エアシステム

 （a）安全管理の体制

 

社長

安全統括管理者アルコール対策委員会

安全推進委員会

安全担当者会議

安全推進部　2名

空港部
2名

オペレーション
企画部　6名

オペレーション
コントロール部　9名

客室部
16名

オペレーション本部　75名

乗員部
37名

査察部
2名

整備部
3名

4/25HAC反映

松田
確認済
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人数 主な所属先 備考

運航乗務員  125名 Flight Operation Team

客室乗務員 305名 Passenger Operation team

運航管理者 40名 Flight Operation Support Team 日本航空と共用

（c）安全管理の組織

(*1) 日本航空との共用運航管理者36名を含む。
(*2) OSAT：Operation Support & Action Team 

(*) 2019年12月より、整備業務の管理をJALエンジニアリングに委託しています。

（b）運航乗務員、整備士、有資格整備士、客室乗務員、運航管理者の数

航空安全推進委員会
　社長が委員長を務め、安全統括管理者を含む全常勤役員、安全管理担当部門長、総務部長およびマーケ
ティング部長を委員として、航空安全・保安に関する企画・立案、総合調整、勧告・助言を行っています。
　また、社長をはじめ関係する役員および社員は、日本航空の安全に関わる会議体に出席し、緊密な連携と
情報共有を図るとともに、入手した情報などを社内に周知します。

　安全推進部が全社的な安全管理を担当します。

（d）安全に関わる会議体

アルコール対策特別委員会
　飲酒対策の全社的な管理、情報収集と分析、対策の実行
と実施状況の監視などを目的として、安全統括管理者の責
任と権限のもとで運営する会議体であり、航空安全推進委
員会の機能に内包されます。

g. ZIPAIR Tokyo

 （a）安全管理の体制

 

社長

安全統括管理者

航空安全推進委員会

アルコール対策特別委員会

安全推進部　3名

OSAT
 13名(*2)

Flight Operation Support Team
42名(*1)

Cabin Team
3名

Airport Team
15名

Maintenance Team
2名

オペレーション本部長

4/25YPZ確認中(佐々木)

松田
確認済
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人数 主な所属先 備考

運航乗務員 99名 運航部

客室乗務員 108名 客室部

運航管理者 13名 運航管理部

（c）安全管理の組織

（b）運航乗務員、整備士、有資格整備士、客室乗務員、運航管理者の数

安全推進委員会
　安全統括管理者が委員長を務め、社長以下、安全管理規程に記載された委員および事務局長が、航空安全
・保安に関する企画・立案、総合調整、勧告・助言を行っています。
　また、社長をはじめ関係する役員および社員は、日本航空の安全に関わる会議体に出席し、緊密な連携と
情報共有を図るとともに、入手した情報などを社内に周知します。

　安全推進室が全社的な安全管理を担当します。

（d）安全に関わる会議体

運航リスクマネジメント会議
　安全推進委員会の下部機構としての会議体であり、生産部門の安全に係る情報を組織横断的に分析・共有
するとともに安全推進委員会への報告を行っています。

生産部安全推進会議
　生産各部内の会議であり、部門内の安全管理の実施状
況についてレビューを行い、その結果を部門内にフィー
ドバックするとともに、運航リスクマネジメント会議を
経て安全推進委員会への報告を行っています。

アルコール対策特別委員会
　飲酒対策の全社的な管理、情報収集と分析、対策の実
行と実施状況の監視などを目的として、安全統括管理者
の責任と権限のもとで運営する会議体です。

(*) 整備業務の管理をJALエンジニアリングに委託しています。

h. スプリング・ジャパン

 （a）安全管理の体制

 

社長

安全統括管理者アルコール対策特別委員会

安全推進委員会

運航リスクマネジメント会議

安全推進室　8名

運航部
175名(*1)

客室部
134名(*2)

統括部
59名

整備部
5名

運航管理部
29名

オペレーションマネジメント部
6名

5/7 YPZ確認中(佐々木)

人数修正中

松田
確認済

(*1) 運航乗務員99名及び訓練生42名を含む。
(*2) 客室乗務員108名及び訓練生14名を含む。
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JALグループにおいては、航空法第113条の2に定められた「整備業務の管理の受
委託(*)」の制度を活用し、JALグループ保有機材（一部を除く）の整備や、整備の管
理業務をJALエンジニアリング（JALEC）および日本エアコミューター（JAC）が
担っており、それぞれ同じ安全の基準で整備を行っています。

委託者 機材 受託者

日本航空 BOEING 777・BOEING 767・
BOEING 787・BOEING 737-800・AIRBUS A350

JALエンジニアリングZIPAIR Tokyo BOEING 787

ジェイエア EMBRAER 170・EMBRAER 190

スプリング・ジャパン BOEING 737-800

北海道エアシステム ATR42-600 日本エアコミューター

　JALグループ内で整備の管理の受委託を行う場合、委託する側の管理責任
者は、委託先が行う日常業務について日々監視を行うとともに、定期的な委
託業務品質監査（年1回）を行っています。また、受託する側にも受託管理
責任者を配置して、委託側と緊密な情報交換を行い、適切に整備作業、整備
管理業務を行う体制をとっています。
このように業務の管理の受委託を通じて、JALグループ会社が相互に連携し
て安全・品質レベルの向上を図っています。

(*) 整備業務の管理の受委託：
整備に係る指揮監督権限を含めた包括的な受委託。委託者の事業計画に従って、受託者にて受託機材に係るすべての整
備作業および整備管理業務（生産管理、部品管理、品質管理、技術管理、訓練管理、委託管理、監査）が実施される。

a.  整備業務の管理の受委託

⑤航空機の整備に関する業務の委託状況

整備作業に使用する工具類

ZIPAIR→ZIP

JAIR→J-AIR
管理→監理
※監理する人をさら
に監理する場合は”
監”を使う

・委託管理者の時は
管
・管理・監督が入る
と監理になる

4/10 JKZ確認済

JGZ/W提供画像
https://drive.google.com/drive/folder
s/1hyvPIOwvgCjXv0gH2Z_euMjDZ
zDOgGMW

JALエンジニアリングによる
整備作業

松田
確認済

https://drive.google.com/drive/folders/1hyvPIOwvgCjXv0gH2Z_euMjDZzDOgGMW
https://drive.google.com/drive/folders/1hyvPIOwvgCjXv0gH2Z_euMjDZzDOgGMW
https://drive.google.com/drive/folders/1hyvPIOwvgCjXv0gH2Z_euMjDZzDOgGMW
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b. 整備作業の委託

（b）委託管理体制

（c）主な委託先

a.項「整備業務の管理の受委託」とは別に、JALグループではグループ内およびグループ外の会社に一部の整
備作業を業務委託しています。

（a）委託内容

　委託に際しては、国土交通省の認可を受け、委託業務に関する実績や経験を有する委託先の選定を基本
とし、さらにその委託先の能力が基準を満足する水準にあるかどうかの審査を行います。委託開始後も、
委託した個々の整備について領収検査を実施してその品質を確認するとともに、定期または随時に委託先
の監査を行い、その能力が維持されていることを確認しております。

4/10 JKZ確認済
松田

確認済

　委託に際しては、基本的に国土交通省の認可を受け、委託業務に関する実績や経験を有する委託先を選
定し、さらにその委託先の能力が基準を満足する水準にあるかどうかの審査を行います。委託開始後も、
委託した個々の整備について領収検査を実施してその品質を確認するとともに、定期または随時に委託先
の監査を行い、その能力が維持されていることを確認しております。
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（３）安全管理の実施

安全管理の方針に則り、安全管理システムを円滑に機能させるために次のような安全管理を実施しています。

①安全に係る情報の収集と周知

　収集した情報は、不安全事象の再発防止や、安全意識向上の目的で社内周知文書などでJALグループ社員
に周知を行っています。
安全に係る情報の主な周知媒体は以下のとおりです。

・JALグループの安全方針を示すための社内文書「Corporate Safety」
・JAL Webサイト「安全・安心」ページ
・社内イントラネット「安全」ページ
・安全情報誌「FLIGHT SAFETY」

JAL Webサイト「安全・安心」ページ

疲労リスク管理プログラム
　運航の安全性向上と品質の改善に資するため、運航乗務員および客室乗務員の疲労に関するデータを収
集してこれに基づき適切に是正措置を講じるリスク管理を実施しています。

（疲労リスク管理方針）
　運航の安全性向上のために、運航乗務員および客室乗務員の業務において、疲労が常に存在するハザードであ
ると認識し、疲労リスクを管理し、低減することに努める。
日本航空の疲労リスク管理は、会社が行うすべての運航に適用され、科学的見地や実績に基づいたデータドリブ
ンによる継続的なリスク管理により実施される。疲労リスク管理は、会社や乗務員がそれぞれの責務を果たすこ
とで成り立つ。

DJSI対応として「疲労リスク管理方針」に触れるため
に、”2021年度からは、乗務員の疲労リスクに関する管理方針
を定め、情報のさらなる収集に努めています。
“を残している

※ATTN※
英語版はホームページの記載を残す！！！

　収集した情報は、不安全事象の再発防止や、安全意識向上の目的で社内周知文書や安全に関するホーム
ページでJALグループ社員に周知を行っています。
安全に係る情報の主な周知媒体は以下のとおりです。

・JALグループの安全方針を示すための社内文書「Corporate Safety」
・JAL Webサイト「安全・安心」ページ
・社内イントラネット「安全」ページ
・安全情報誌「FLIGHT SAFETY」

社員が画面を見てる画像などを
差し込めないか

（提案③）ここは「幅広い情報」を収集していると伝える前に、SPMP 2.0.2/ 2.1.1（P.30～32）に規定した
・Reactive Method（対症型）
・Proactive Method（予防型）
・Predictive Method（予測型）
の説明をしてはどうかと考えました。SMSは未然防止を目的としたものであり、それには予防型・予測型の説明があると良いです。↓
の説明だと未然防止のトーンが読めないです。

　安全に係る情報の収集にあたっては、顕在するものだけではなく、潜在するものも含めて収集・分析し、
ハザードの特定を行い、航空事故その他の安全運航に影響を及ぼす事態の再発防止策や予防的対策を講じて
います。

　安全に係る情報は、不安全事象に関する各部門からの報告、飛行データ解析プログラムのみならず、乗務
員の疲労リスク管理プログラム、アルコールに係るリスク管理プログラムなどから得られる情報を幅広く収
集し、不安全事象の発生防止に活用しています。2021年度からは、乗務員の疲労リスクに関する管理方針を
定め、情報の更なる収集に努めています。

　安全に係わる情報は、不安全事象に関する各部門からの報告、飛行データ解析プログラム、乗務員の疲労
リスク管理プログラム、アルコールに係るリスク管理プログラムなどから得られる情報を幅広く収集し、不
安全事象の発生防止に活用しています。2021年度からは、乗務員の疲労リスクに関する管理方針を定め、情
報のさらなる収集に努めています。

　情報の収集にあたっては、顕在するものだけではなく、潜在するものも含めて収集・分析し、ハザードの
特定を行い、関係者と共有することで、航空事故その他の安全運航に影響を及ぼす事態の再発防止策や予防
的対策に反映しています。
・Reactive Method （対症型）発生した不安全事象から情報収集を行い、ハザードを特定する方法
・Proactive Method（予防型）既に不安全と認識されている状況を予防するために情報収集を行い、ハザー
ドを特定する方法
・Predictive Method（予測型）将来的に予想される望ましくない結果や事象を明らかにするためにデータ
収集により情報収集を行い、ハザードを特定する方法

　安全に係る情報の収集にあたっては、顕在するものだけではなく、潜在するものも含めて収集・分析し、
ハザードの特定を行い、関係者と共有することで、航空事故その他の安全運航に影響を及ぼす事態の再発防
止策や予防的対策に反映しています。

　具体的には、発生した不安全事象から情報を収集するために、義務的報告制度を設定するとともに航空事
故や重大インシデント報告から情報を収集しています。また、既に不安全と認識されている状況を予防する
ための情報収集として、内部監査や自発的報告制度から得られた情報を活用しています。さらには、将来的
に予想される望ましくない結果や事象を明らかにするために飛行データ解析プログラムを設定しています。
　このように、不安全事象の未然防止を目的に、対症的なアプローチや、予防的、予測的なアプローチでハ
ザードを特定すべくさまざまな情報の収集に努めています。

　また、安全に係る情報は、不安全事象に関する各部門からの報告、飛行データ解析プログラムのみなら
ず、乗務員の疲労リスク管理プログラム、アルコールに係るリスク管理プログラムなどから得られる情報を
幅広く収集し、不安全事象の発生防止に活用しています。2021年度からは、乗務員の疲労リスクに関する管
理方針を定め、情報のさらなる収集に努めています。
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　JALグループでは、安全対策の策定や事故・トラブルなどへの対応の推進にあたり、以下のステップでリス
ク管理を実施しています。

②リスクマネジメント

　特定したハザードの影響の重大性や発生の確率を見極め、その結果としてもたらされるリ
スクが許容可能であるかを評価し、対策の必要性を検討します。発生部門におけるリスク評
価に加え、安全推進本部ではERC（Event Risk Classification）によるリスク評価を行い、
潜在リスクの早期発見と低減を図っています。

　収集した不安全事象などの情報をもとに、航空事故、重大インシデントやその他の不安全
事象などにつながる可能性のある危険要素（潜在的なものを含む）であるハザードを特定し
ます。
安全に関するすべての発生事例は、JALグループ共通のデータベース(JAL Safety Database)
で管理しています。発生した事例は、データベースにより速やかに共有されます。
JALグループでは、社員が経験した不安全な行動、発見した不安全な状態、およびそれらが起
因となった不安全事象に関して報告しやすい環境を整備し、社員の報告を奨励しています。

　優先度の高いリスクから、リスクが許容レベル以下に低減されるように個々のハザードに
対する対策（ハザードの除去など）を立案し、実施します。

　対策の実施状況をモニターし、有効性の評価を行います。リスクが許容できるレベル以
下に低減されていないと判断する場合は、さらに追加対策を立案・実行することで安全管
理システムが有効に機能するよう努めています。

リスクの評価

対策の立案

ハザードの特定

■ERCによるリスク評価

　発生した事象が、「どの程度深刻な事故に至る可能性があった
か」と「事故に至ることを防ぐ現状のしくみ（防護壁）はどの程
度有効か」という視点で評価を行い、事故へ発展することの未然
防止の強化を図っています。また、リスクを点数化して分野ごと
に一定期間積算することで、事例の集中傾向や発生頻度も監視し
ており、設定したしきい値を超えると、Safety Issue（安全上の
懸念点）を探り、必要に応じてリスクの低減を行います。

■HFACS（Human Factors Analysis and Classification System）による要因分析

　ヒューマンエラーを削減するため、直接的な不安全行動だけでなく、背後にある手順や作業環
境、組織的な影響に至るまで幅広く分析し、深層要因に対策を講じます。また、抽出された要因を
統計的に分析し、組織に潜在する課題に対応することで未然防止に取り組んでいます。

01

02

03

リスクの評価

モニター
およびレビュー

対策の立案

ハザードの特定01

02

03

04

リスクの評価

モニター
およびレビュー

対策の立案

ハザードの特定01

02

03

04

リスクの評価

対策の立案

ハザードの特定

01

02

03

モニター
およびレビュー

松田
コメントは
多数あり

→

　特定したハザードの影響の重大性や発生の確率を見極め、その結果としてもた
らされるリスクが許容可能であるかを評価し、対策の必要性を検討します。(複数
のリスクに対しては、必要に応じリスクの優先順位付けを行います。)発生部門に
おけるリスク評価に加え、安全推進本部ではERC（Event Risk Classification）に
よるリスク評価を行い、潜在リスクの早期発見と低減を図っています。

モニター
およびレビュー

04

◆新造機導入における安全性の調査
　JALでは、国際ネットワークの拡充と成長を目指し、BOEING787-9型機と
AIRBUS A350-900型機を更に導入します。両機材の導入にあたっては、日々、航空
機メーカーおよび安全監督機関からの情報に加え、航空機メーカーにおける、安全
を管理するシステム（Safety Management System）とそれを機能させるための文
化（Safety Culture）の醸成に向けた取り組みについて、現地視察やインタビュー
による対話を通じて確認を行い、安全・安心な航空機の提供に努めています。

BOEING 787-9型機

AIRBUS A350-900型機

■HFACS（Human Factors Analysis and Classification System）による要因分析

　ヒューマンエラーを削減するため、直接的な不安全行動だけでなく、背後にある手順や作業環
境、組織的な影響に至るまで幅広く分析し、深層要因に対策を講じます。また、抽出された要因を
統計的に分析し、組織に潜在する課題に対応することでヒューマンエラーの未然防止に取り組んで
います。
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　JALグループ航空会社は、安全管理規程に基づき内部監査を実施し、安全管理システムが法令や社内規定に適
合していることと、同システムが適切に運営され有効に機能していることを確認しています。 また、IOSA(*)登
録会社の日本航空、ジェイエアおよび日本トランスオーシャン航空は、IATA要件に基づき内部監査を実施し、
IATAの定めた基準（IOSA基準）に適合していることを確認しています。

　社内外の環境変化に伴い、組織の拡大・縮小や設備・システム・プロセス・手順の変更などを行う中で、変更
の結果、意図せず新たなハザードが生じたり、また、既存のリスクに対する低減策が影響を受ける可能性があり
ます。JALグループでは、変更に伴う安全リスクに確実に対応していくために、変更管理プロセスを設定し、管
理しています。

　近年、自然災害の頻発化・激甚化が日常生活を含む社会経済活動全般の脅威となっており、航空運送事業者に
は、発災時の被害軽減・拡大防止、事業活動の維持や早期回復など、自然災害への対応能力の向上が求められて
います。JALグループでは、これを踏まえて「JALグループ災害対策規程」を制定し、防災・減災の備えの強化と
発災時の事態対処体制を整備しています。

④災害に対する措置

⑤内部監査

⑥マネジメント・レビュー

⑦変更管理

　JALグループでは、安全管理システムが有効に機能していることを経営が定期的かつ継続的に評価し、必要に
応じて改善を指示することを目的として、社長が議長を務めるグループ安全対策会議において方針や計画、各種
情報についてのマネジメント・レビューを行っています。

ERCを活用し実際に見出したリスクとそのリスクを緩和するためにとった対策の例

リスクの評価

モニター
およびレビュー

対策の立案

ハザードの
特定

扉をロックするラッチが、完全に奥に押し込められていない状態で機体前方へ力がか
かると、扉が開いてしまうことが判明した。

お客さま、乗務員の負傷につながる可能性があるため、対策を講じることとした。

ラッチの押し込み方や目視の角度について、乗務員に注意喚起を行っ
た。

対策実施後、同事例の発生はなし。

A350型機において、着陸時にキッチン内の収納扉が開き、中のゴミ箱が前方に飛び
出した。不安全事象

(*) IOSA(IATA Operational Safety Audit）：航空会社の安全管理体制が有効に機能していることを確認するためにIATAが設定した国際的な安全監査プログラム

【参考】ANA安全報告書　IOSAの説明

【参考】安全管理規程　内部監査の説明

　航空事故・重大インシデントおよび事件の処理業務に係わる基本事項や処理手順は、航空事故処理規程に定め
られています。 事故・重大インシデント発生時は、それぞれ事故調査委員会および重大インシデント検討会を設
置し、原因調査を行い再発防止を図ります。事故・重大インシデントおよび事件以外の緊急事態の処理業務に関
しては、リスクマネジメントマニュアルに定めています。

③緊急事態発生時の対応

　2023年12月に、連携協定を締結する慶應義塾大学と共同で釧路空港に
て、厳冬期(12月下旬から3月上旬)に海溝沿いの巨大地震の発生により、釧
路空港周辺にて震度7の揺れを観測した場合を想定した地震津波防災演習を
実施しました。実施にあたっては、釧路空港ターミナル内での避難訓練に加
えて、ターミナル内の有料待合室を航空機機内に見立てて、機内からの避難
訓練も実施しました。

◆地震津波防災演習の実施

プレスリリース：JALと慶應義塾大学 12月15日に釧路空港にて地震津波防災演習を実施

松田
確認済

　2023年12月に、連携協定を締結する慶應義塾大学と共同で釧路空港にて、厳冬期(12月下旬から3月上旬)
に海溝沿いの巨大地震の発生により、釧路空港周辺にて震度7の揺れを観測した場合を想定した地震津波防災
演習を実施しました。実施にあたっては、釧路空港ターミナル内での避難訓練に加えて、ターミナル内の有
料待合室を航空機機内に見立てて、機内からの避難訓練も実施しました。

◆地震津波防災演習の実施

プレスリリース：JALと慶應義塾大学 12月15日に釧路空港にて地震津波防災演習を実施

https://press.jal.co.jp/ja/release/202312/007854.html
https://press.jal.co.jp/ja/release/202312/007854.html
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(*1) 運輸安全マネジメント評価：
国土交通省大臣官房が航空、鉄道、海運、自動車の運輸事業者を対象に、それぞれの安全管理システムの運用状況を確認し、改善点を抽出して助言するもの
(*2)評価、助言および期待される事項：

　2023年度は日本エアコミューター（JAC）が、国土交通省大臣官房による運輸安全マネジメント評価(*1)を受
けました。評価、助言および期待事項(*2)のうち、助言および期待事項については、必要な対応を検討していきま
す。その他のグループ航空会社については、「安全管理体制の現況に関する確認票」により、経営トップや安全
統括管理者の状況および毎年度の安全管理体制の向上に向けた取り組み状況などを報告しました。

a. 運輸安全マネジメント評価

【評価事項】 【助言事項】 【期待事項】

・優れている事項
・創意工夫がなされている事項
・熱心に取り組まれている事項等

・更に推進すると効果が向上すると思われる事項
・工夫の余地があると思われる事項
・更なる向上に向け継続的に取り組む必要がある
と思われる事項等

・助言事項までには至らないものの取り組みを推
進することで更なる安全管理体制の向上が期待さ
れると思われる事項等

JAC

【評価事項】

自社の安全運航に関する課題に関して、弱点を認識したうえで教育、情報共有等
を実施・管理することにより、安全管理体制の向上につなげていること。
安全統括管理者が、社員の安全意識の向上、安全管理体制の充実、強化に向けそ
の責務を積極的に果たしていること。

【助言事項】 自然災害対応の取り組みに関し、自社が遭遇する恐れのある自然災害の規模の想
定とその活用、災害時の対応の周知と訓練を実施すること。

【期待事項】

航空事故処理訓練に関して、訓練の内容や実施頻度の改善、収集する情報やその
連絡体制等を再確認することにより、事故対応力を向上すること。
有効性確認の充実や経営トップへの報告等による内部監査の有効性を高める取り
組みを検討すること。

⑧第三者による評価

2023年度、各グループ航空会社は、国土交通省航空局による安全監査立入検査(*1)を合計104回(*2)受検しまし
た。指摘事項に対しては、要因を分析の上、以下の是正措置を講じています。

b. 安全監査立入検査

・航空機整備業務の実施記録の作成方法の改善
・教育訓練の受講管理方法の改善

(*1) 国土交通省航空局による安全監査立入検査：
国土交通省航空局が航空会社の安全管理体制の構築状況、運航、整備などの各部門が行う業務の実施状況などを確認するために行う監査として、その本社
部門、空港所などの基地、訓練施設などに立ち入って実施する検査のこと。
(*2) 運航便への立入検査は含まない。

松田
確認済
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　日本航空には3名の社外取締役と3名の社外監査役が在籍しており、取締役会や役員会などの場において、JAL
グループの取り巻く環境への対応や諸課題について客観的な立場から、さまざまな助言や提言をいただいていま
す。（詳細は、JAL Web サイトよりご確認ください。）

（2024年4月1日時点）

c. 社外取締役・社外監査役

順番は企業サイト掲載順

確認
5/16 確認済
特記事項
株総後は加毛さんはご退任され、後任は松村眞理子
さんとなる(FROM：ASZ中西さん)

（2023年4月1日時点）

社外取締役
独立役員

小林 栄三
（兼職の状況）
・伊藤忠商事株式会社 名誉理事
・株式会社日本取引所グループ 社外取締役

八丁地 園子
（兼職の状況）
・株式会社ダイセル 社外取締役
・マルハニチロ株式会社 社外取締役

柳 弘之
（兼職の状況）
・ヤマハ発動機株式会社 顧問
・AGC株式会社 社外取締役
・キリンホールディングス株式会社 社外取締役
・三菱電機株式会社 社外取締役

社外監査役
独立役員

加毛 修
（兼職の状況）
・銀座総合法律事務所所長弁護士
・アゼアス株式会社 社外監査役

久保 伸介
（兼職の状況）
・共栄会計事務所代表パートナー
・川崎汽船株式会社 社外監査役

岡田 讓治
（兼職の状況）
・日本取引所自主規制法人 外部理事

小林 栄三
（兼職の状況）
・伊藤忠商事株式会社 名誉理事
・株式会社日本取引所グループ 社外取締役

柳 弘之
（兼職の状況）
・ヤマハ発動機株式会社 顧問
・AGC株式会社 社外取締役
・キリンホールディングス株式会社 社外取締役
・三菱電機株式会社 社外取締役

三屋 裕子
（兼職の状況）
・ENEOSホールディングス株式会社　社外取締役(監査等委員)
・株式会社デンソー　社外取締役
・公益財団法人日本バスケットボール協会　代表理事
・株式会社PIT　代表取締役
・公益財団法人日本オリンピック委員会　副会長

加毛 修
（兼職の状況）
・銀座総合法律事務所所長弁護士
・アゼアス株式会社 社外監査役

久保 伸介
（兼職の状況）
・共栄会計事務所代表パートナー
・川崎汽船株式会社 社外監査役

岡田 讓治
（兼職の状況）
・日本取引所自主規制法人 外部理事
・日本公認不正検査士協会　理事長
・日本電気株式会社　社外取締役

社外取締役独立役員

社外監査役独立役員

参考：前回

松田
確認済

https://www.jal.com/ja/company/directors/
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　JALグループは、2005年8月より、ヒューマンファクター、失敗・欠陥分析、組織運営・文化、安全などに幅
広い知識、経験を有する5名の先生方からなる安全アドバイザリーグループを設置しています。客観的かつ専門
的見地から、安全に関する幅広い助言や提言をいただき、グループ経営や安全の取り組みに活かしています。

d. 安全アドバイザリーグループ

安全アドバイザリーグループメンバー

柳田 邦男氏（座長） 作家、評論家

畑村 洋太郎氏
東京大学名誉教授、株式会社 畑村創造工学研究所代表
専門分野はナノ・マイクロ加工学、生産加工学、医学支援工学、
失敗学、危険学、創造学

鎌田 伸一氏 防衛大学校名誉教授
専門分野は組織論と経営学

芳賀 繁氏 株式会社 社会安全研究所 技術顧問、立教大学名誉教授
専門分野は交通心理学、産業心理学、人間工学

小松原 明哲氏 早稲田大学理工学術院教授
専門分野は人間生活工学

フォローアップ会議の様子

もう少しアドバイザリーの活動を追加することを 2023
年度版作成時の課題とする。
（職場訪問の写真などを入れるだけでもＧ ood?）

● ご講演の実施
座長の柳田邦男氏をお招きし、7月に社内研修の中で「取り巻
く環境が大きく変化する中でJALに求められるコミュニケー
ションの在り方」をテーマにご講演いただきました。また、
2024年1月には2.5人称の視点について学ぶセミナーの中で
JALグループに所属する者として持つべき視点についての基調
講演を実施いただきました。 ご講演の様子

● 職場訪問と社員との対話
10月から11月にかけて、スプリング・ジャパン（SJO）
やJALエンジニアリング（JALEC）、JALグランドサービ
ス（JGS）など10箇所について、現場を中心とした職場視
察、社員との意見交換を実施しました。

職場訪問の様子

● 経営に対するフォローアップ会議
JALグループの活動に対するフィードバックをいただくなか
で、JALグループ安全目標の各種施策や、各本部の中期計画
の取り組みを加速するためのご示唆をいただきました。

参考
フォローアップ会議資料
：https://docs.google.com/presentation/d/1fAAeZzn
G-R-gz1xxIxM7sg1PnqlznjhG71oyv7JaUO8/edit#s
lide=id.g2a08c85a692_0_1
写真
：https://drive.google.com/drive/folders/1Tkr6vFZ3t
xnXv2Lt98L75eAlNN1pGmGI

ずっとやっていることを強調
・職場訪問
・フォローアップ
・リーダー勉強会を入れる(IKZ)

義務的ではなく、、、、

柳田 邦男 氏（座長）
作家、評論家

畑村 洋太郎 氏
東京大学名誉教授、株式会社 畑村創造工学研究所代表
専門分野はナノ・マイクロ加工学、生産加工学、医学支援工学、
失敗学、危険学、創造学

鎌田 伸一 氏
防衛大学校名誉教授
専門分野は組織論と経営学

芳賀 繁 氏
株式会社 社会安全研究所 技術顧問、立教大学名誉教授
専門分野は交通心理学、産業心理学、人間工学

小松原 明哲 氏
早稲田大学理工学術院教授
専門分野は人間生活工学

安全アドバイザリーグループメンバー

2023年度のご活動

写真を明るく
できないか

2023年度に座長の柳田氏に提言書「コミュニケーション :壁を破る言
葉を探せ」に込められた想いやコロナ禍、 AIの発達、多様性など取り
巻く環境が大きく変化する中で JALに求められるコミュニケーション
の在り方についてご講演いただいた。また、柳田氏には経営に対す
るCLM活動の年度活動報告会にも出席いただき、発表内容への
フィードバックもいただいた。

https://docs.google.com/presentation/d/1fAAeZznG-R-gz1xxIxM7sg1PnqlznjhG71oyv7JaUO8/edit#slide=id.g2a08c85a692_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/1fAAeZznG-R-gz1xxIxM7sg1PnqlznjhG71oyv7JaUO8/edit#slide=id.g2a08c85a692_0_1
https://docs.google.com/presentation/d/1fAAeZznG-R-gz1xxIxM7sg1PnqlznjhG71oyv7JaUO8/edit#slide=id.g2a08c85a692_0_1
https://drive.google.com/drive/folders/1Tkr6vFZ3txnXv2Lt98L75eAlNN1pGmGI
https://drive.google.com/drive/folders/1Tkr6vFZ3txnXv2Lt98L75eAlNN1pGmGI
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 　IOSAとは、航空会社の安全管理システムが有効に機能していることを確
認するための国際的な安全監査プログラムです。JALグループでは、日本航
空、日本トランスオーシャン航空、ジェイエアが、IOSA登録航空会社と
なっています。IATA加盟の航空会社は定期的に受検する必要があり、次回
は、2024年度を予定しています。

e. IOSA（IATA Operational Safety Audit）

　JALは、ESG（環境・社会・ガバナンス）投資の代表的指数である
「Dow Jones Sustainability Index (以下「DJSI」)」のアジア・太平洋地
域の企業で構成される「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (以
下、「DJSI Asia Pacific Index」)」の構成銘柄に、世界の航空業界トップ
のスコアで、2年連続選定されました。
　DJSIは、世界の大手企業13,000社以上を対象に、ガバナンス/経済・環
境・社会の3つの側面から企業活動を総合的に分析・評価し、持続可能性
に優れた企業を選定するもので、企業の社会的責任や持続可能性を重視す
る投資家にとって重要な企業評価の指標です。
今回の審査においてJALは、安全の追求のための取り組みなどの項目で航
空業界の最高評価を得ました。

プレスリリース：JAL、DJSI Asia Pacific Indexの構成銘柄に2年連続選定

◆サステナビリティに関する評価

◆IATA SAFETY LEADERSHIP CHARTER

　航空業界幹部の間で、リーダーシップについての考え方を確立し、世
界中のすべての航空サービスプロバイダーが組織において積極的な安全
文化（Positive Safety Culture)を実装できるよう支援する取り組みで
す。2023年11月時点において、当社を含む22社が署名しています。Guiding Principle

1. 自身の言動を通じて安全への義務を率先して果たす　

2. 従業員、経営陣、取締役と共に安全意識を醸成する　

3. 安全を事業計画、遂行およびパフォーマンスの評価に組み入れる　 

4. 積極的に安全を管理し、組織全体で安全目標を達成するための社内体制を構築する　

5. 従業員による安全に関する情報の報告を奨励し、安心して報告できるような信頼の雰囲気を醸成する

6. 許容される行為と許容されない行為に関する明確な考えが伝わり、理解されるような職場環境を整備する　 

7. すべての従業員が安全に対する責任を感じることができる環境を整備する 

8. 組織の安全文化を定期的に評価し改善する   

4/22
S&P社やIATAのサイトで

紹介がないか確認

Guiding Principles
1. 自身の言動を通じて安全への義務を率先して果たす
2. 従業員、経営陣、取締役と共に安全意識を醸成する　
3. 安全を事業計画、遂行およびパフォーマンスの評価に組み入れる
4. 積極的に安全を管理し、組織全体で安全目標を達成するための社

内体制を構築する　
5. 従業員による安全に関する情報の報告を奨励し、安心して報告で

きるような雰囲気を醸成する
6. 許容される行為と許容されない行為に関する明確な考えが伝わ

り、理解されるような職場環境を整備する　 
7. すべての従業員が安全に対する責任を感じることができる環境を

整備する 
8. 組織の安全文化を定期的に評価し改善する   

5/9 近藤さんからDJSIの案内メールに
画像がありましたので、候補写真の一
つとして、、、

JALは、このたびESG（環境・社会・ガバナンス）投資の代表的指数である
「Dow Jones Sustainability Index (以下「DJSI」)」のアジア・太平洋地域
の企業で構成される「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (以
下、「DJSI Asia Pacific Index」)」の構成銘柄に、世界の航空業界トップの
スコアで、2年連続選定されました。DJSIは、世界の大手企業13,000社以上
を対象に、ガバナンス/経済・環境・社会の3つの側面から企業活動を総合的
に分析・評価し、持続可能性に優れた企業を選定するもので、企業の社会的
責任や持続可能性を重視する投資家にとって重要なESG指数です。
今回の審査においてJALは、マテリアリティ（重要課題）、サプライチェー
ンマネジメント、安全の追求のための取り組み、サステナブルマーケティン
グ・ブランド評価などの項目で航空業界の最高評価を得ました。

プレスリリース：JAL、DJSI Asia Pacific Indexの構成銘柄に2年連続選定

松田
確認済

https://press.jal.co.jp/ja/release/202312/007812.html
https://press.jal.co.jp/ja/release/202312/007812.html
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若手社員の安全への想い

　JALグループでは、安全に係る業務に必要な技能、知識および能力を身につけるため、社員それぞれの役割
・地位に応じて必要な教育・訓練を実施しています。また、必要な安全に係る情報を周知し、定期的な安全啓
発を実施しています。

a.  三現主義に基づく取り組み

⑨教育・訓練と安全啓発

　三現主義とは、安全アドバイザリーグループの畑村洋太郎氏が提唱する、現地（事故現場）に行き、現物（残存
機体、ご遺品等）を見て、現人（事故に関わった方）の話を聞くことで安全の本質を理解するという考え方です。 
　JALグループでは、「現地」である御巣鷹の尾根に慰霊登山を行い、安全啓発センターで残存機体などの「現
物」と向き合い、さらには、事故に直接関わった「現人」の話を聞くことにより、意識の奥底から安全の重要性を
啓発しています。 

日本航空 安全推進部
山本 楓

　安全啓発センターには、「悲惨な事故を二度と繰り返してはならない」
というご被災者、ご遺族、諸関係者の願いとともに、事故の現物を展示し
ています。私は、安全の原点となるこの場所のガイドを通じ、事故から何
年が経とうともご被災者を思うご遺族の心が癒えることはないのだと痛感
しました。社員の大半が事故を知らない世代へと移りゆく中でも、新入社
員から経営までの一人一人が、事故の事実と向き合い、責任を深く胸に刻
み、日々の安全運航を守り抜いていくことが重要です。私は、事故の教訓
と命の尊さを確実に次世代に語り継ぐことで、全社員が自ら安全運航の重
要性を感じ、考え、行動できる人財となるよう努めています。

　「現地」である御巣鷹の尾根に赴くことは、マニュアル学習と違い、ど
のようなことに直面しても安全の側に立って判断するという安全意識を揺
るぎのないものとすることを目的の一つとしています。
慰霊登山を通して、新入社員は当事者意識を持って自らが何をしなければ
ならないかを深く考え、リーダー層や役員は安全への想いをあらたにして
います。

　「現物」と向き合う場として、キャリアの節目において安全の礎である
安全啓発センターを訪れています。事故と向き合うことで事故を知り、
JALグループの仕事はお客さまの尊い命と財産をお預かりする仕事である
ことの重みを深く心に刻み、安全への誓いを行っています。なお、この安
全啓発センターは一般にも公開しており、来館者数は2024年3月末日時
点で社内外合わせて30万名を超えています。

　「現人」から直接お話を伺うことで、その当時、その現場で見た情景や
感じたことを聞き、同じ情景に身を置くことで事故を深く学んでいます。
過去の事故を知り、事故の本質に触れ、そこから得られる教訓を今後の安
全に活かしていくことを目的として「現人」から直接お話を伺う「安全講
話～語り継ぐ～」を2005年から毎年実施しています。

　2023年の安全講話は、事故当時を知る社員が減少する中で、次世代に
安全を継承することをテーマに「現人」からの事故に関する講話と若手
社員が自らが安全を継承する想いや決意について語る二部構成で開催し
ました。聴講した若手社員からは「自分たちと年齢が近い方の話が強く
心に響き、自身の安全に対する意識も高まった」などの声が寄せられま
した。事故からどれだけ時間が経ったとしても安全に対する強い思いを
持つ人財を継続的に育成していきます。

安全人財の育成

登山支援の取り組みもコラ
ムチックに入れる？

→対外的にアピールするよ
うなことではないため、掲

載はなし。

現地
FY2310年目研修

より

現物
安全啓発センター

フォルダより

現人
FY23安全講話よ

り

若手社員による講話の様子
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（b）JALグループ階層別安全研修
　「三現主義（現地・現物・現人）」に基づき、御巣鷹の尾根への慰霊登山や安全啓発センターの見学、事故に
直接携わった方々の映像視聴などを通して安全について考えます。そして、最後に自らの考えを安全宣言として
言語化することで、日々の自らの行動と結びつけています。

　JALグループの新入社員を対象
に「日本航空の過去の事故につい
て知る・感じる・考える」、「社
員一人一人が、安全を堅持するた
めに、当事者意識を持って何をし
なければならないかを深く考え
る」ことを目的として実施してい
ます。

新入社員安全研修

　JALグループの10年目社員を対
象に「職場のリーダーとして、
チームの中で後輩や仲間への安全
意識向上を促す模範となるととも
に、小集団をけん引するために必
要な視点や考え方を学ぶ」ことを
目的として実施しています。

　JALグループの新任管理職を対
象に「組織や部下を率いる立場と
して業務と安全とのつながりを認
識し、安全を守っていく覚悟を新
たにする」ことを目的として実施
しています。

新任管理職安全研修

JALグループ安全啓発セミナー「安全啓発センター社員家族見学」参加者の声

日本航空株式会社
路線事業推進部

井上 亜由美

　JALグループ社員と業務委託先スタッフを対象に、安全啓発センターの見学や御巣鷹の尾根への慰霊登山、
2.5人称の視点セミナー、異業種交流安全セミナーなどの社員が自発的に参加するセミナーを開催しています。
国内外から職種や地域を越えて社員が参加し、安全について対話することで安全意識の向上に努めています。

（c）JALグループ安全啓発セミナー

10年目安全研修 新設

安全啓発センター見学
（オンライン）の様子

b. 安全に係る教育
　JALグループ存立の大前提である安全を堅持するため、日常業務に必要な知識・技術・能力を身につける教
育に加え、高い安全意識をもつ人財を育成するための教育を実施しています。

　JALグループ全社員を対象に、「安全を大前提とする意識」を醸成することを目的として、自らの業務と安
全を結びつけるための教育を定期的に実施しています。さらにはJALグループや他社・他業界で発生した飲酒
問題を振り返ることで意識の形骸化を防ぐとともに、自己管理の徹底に向けアルコールに関する正しい知識を
再確認する教育を毎年実施しています。

（a）JALグループ共通の安全教育

対象
種別

全社共通の教育 階層別研修 公募による研修

役員層

管理職層

中堅
 (リーダー)層

新人・若手層

JAL
グループ
安全教育

(含むSMS教育(*))

SMS
教育

(*)

役員安全
ブリーフィング

新任管理職
安全研修

10年目
安全研修

新入社員
安全研修

JALグループ
安全啓発
セミナー

　私は子供たちが幼い頃から御巣鷹山事故について繰り返し話しており、大きくなっ
たらいつか安全啓発センターに連れて行きたいと考えていました。そして、今回、社
員家族見学会の開催を知り、家族で参加しました。見学の翌朝、娘は私に「昨夜は、
いろいろ考えて眠れなかった。涙が止まらなかった。」と話し掛けてきました。現物
が物語る衝撃は想像以上に大きく、特に座席やご遺品を見た時に事故の悲惨さを強く
感じ、身につまされたのだと思います。もし自分が乗客だったら、娘が乗客だった
ら、そして航空運送事業に携わる社員として何をすべきかを改めて考え、身が引き締
まりました。これからも安全意識を高く保ち、仕事に取り組みたいと思います。

基
礎

安全管理
担当者
教育

①基礎
②入門
③定期

入
門

定
期

4/22原稿反映

3/14佐々木追記
本文中で、安全啓発センターの見学には
触れているが、家族見学については説明
していないので、補足が必要(簡単に)

留意点
・中学生未満の一般見学が可能であると
パート全体で読み取れないようにする。
(GRP内で議論になっていることもあり....
慎重に進めたい.....)
・あくまで社員の意識醸成が目的である
ことを忘れない。(家族の意識醸成に
フォーカスしないようにする)

https://docs.google.com/presentatio
n/d/1GIXPfCgDdLil_RX3nboOYR8f
qgR_6GtejcJmj7Vlr5c/edit#slide=id.
p2

日本航空株式会社　
路線事業推進部業務グループ

井上 亜由美

TO：篠崎さん
写真を井上さんにいただく、

可能であれば4/26難しければ4月中

写真参考：過去の報告書orJAL 
REPORTのVoice

注意点：名札が映らないように

主な教育・研修
※過去の報告書に記載してきたもの

全社共通のエリア
幅調整

(*) Safety Management Systemに関する教育

https://docs.google.com/presentation/d/1GIXPfCgDdLil_RX3nboOYR8fqgR_6GtejcJmj7Vlr5c/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1GIXPfCgDdLil_RX3nboOYR8fqgR_6GtejcJmj7Vlr5c/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1GIXPfCgDdLil_RX3nboOYR8fqgR_6GtejcJmj7Vlr5c/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1GIXPfCgDdLil_RX3nboOYR8fqgR_6GtejcJmj7Vlr5c/edit#slide=id.p2
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安定した安全・品質水準を確保するため、運航乗務員、客室乗務員、整備士および運航管理者に対して、以下の
訓練や審査などを実施しています。

c. 訓練・審査など
次年度は文字制限を設
けて、同じボリューム
になるようにする。可
能であれば1ページ以内
に収める。

客室パートはYPP客室
チームにも確認する

　運航乗務員は、さまざまなトレーニング（訓練）や
チェック（審査）を受け、フライトの経験を積み、訓練生
から副操縦士そして機長になります。その後も定期的にシ
ミュレーターやフライトによるトレーニングとチェックを
受けます。これらでは、個人の操縦スキル（テクニカルス
キル）に加え、現代のパイロットに必要な、チームを機能
させて安全にフライトするためのスキル（ノンテクニカル
スキル）も重要視されています。世界では、コンピテン
シー(*)向上を図るためのCBTA（Competency-based 
Training and Assessment）が展開されおり、日本航空も
CBTAを導入し、さまざまな状況に柔軟に対処し安全性を高
める能力（レジリエンス）の向上を図っています。

(*) コンピテンシー：運航乗務員の行動の基礎となる「スキル（Skills）」「知識
（Knowledge）」および「姿勢（Attitude）」の能力要素。（スキルにはテクニカル
スキルとノンテクニカルスキルが含まれる）

通達
2.(2)②イ)
航空機乗組員、客室乗務員、
整備従事者及び運航管理者に
係る定期訓練及び審査の内容

運航乗務員

客室乗務員

運航乗務員は、さまざまなトレーニング(訓練)や
チェック(審査)を受け、フライトの経験を積み、
訓練生から副操縦士そして機長になります。その
後も定期的にシミュレーターやフライトによるト
レーニングとチェックを受けます。これらでは、
操縦技術に加え、現代のパイロットに必要な、
チームを機能させて安全にフライトするためのス
キルも重要視されています。日本航空では
CBTA(Competency-based Training and 
Assessment)を導入し、さまざまな状況に柔軟に
対処し安全性を高める能力(レジリエンス)の向上
を図っています。

(*)コンピテンシー：運航乗務員の行動の基礎となる「スキル(Skills)」「知
識(Knowledge)」および「姿勢(Attitude)」の能力要素。（スキルにはテ
クニカルスキルとノンテクニカルスキルが含まれる）

篠崎さん修正案(仮)

「Competency-based Training and 
Assessment」としてください。
当局の制定したプログラムとしてでは
なくCBTAそのものの概念として使用
する際は、「b」を小文字の
表記としています。

ORG写真に差し替
え済(4/25)

5/8　写真差し替え

　客室乗務員は、入社時の初期訓練において、自律型人財
の育成を目指し、実践的なプログラムで訓練を実施するこ
とで、保安要員としての基礎を身につけます。また、万が
一緊急事態が発生した場合でも迅速かつ的確に対応できる
よう、 不時着陸（着水）、脱出口の操作、火災、急減圧
の対処、First Aid、安全阻害行為等に対する処置などの訓
練を行っています。
その後の定期的な救難訓練においては、技量や知識を維持
するとともに、運航乗務員や仲間と連携した上で、レジリ
エンスを高め、主体的に能力を発揮し、緊急事態に対応で
きるよう、訓練内容を作成しています。
さらに、マニュアルに定められている安全業務の手順や関
係法令などを正しく理解するための定期安全教育も実施し
ています。

客室乗務員の安全訓練について

客室乗務員の安全訓練は、関連規程で定められた内容に則りカリキュラムが設
定されます。安全のプロフェッショナルとして常に高い安全品質を保てるよ
う、インストラクターが座学と実技を交えた効果的な訓練プログラムを策定
し、日々の訓練を行っています。多岐にわたる安全業務のベースは「お客さま
の大切な命をお預かりすること」です。訓練ではカリキュラムを網羅したうえ
で、現場の状況の反映、個々へのフィードバックなど、客室乗務員が主体的に
行動できる技量の維持・向上を目指します。

日本航空株式会社
客室教育訓練部

野口絵実
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　運航管理者になるためには、運航に関する幅広い分野の
教育・訓練を受けた上で、国家資格である運航管理者技能
検定に合格することが求められます。その後、実務経験や
訓練を重ね、社内審査に合格することではじめてJALグ
ループの運航管理者として業務に就くことができます。審
査合格後も定期審査において必要な知識・技量が維持され
ているかを確認しています。また、気候の変動や地政学リ
スクなど運航を取り巻く環境が大きく変わりつつあるな
か、安全・安心な運航を提供できるよう、運航管理者一人
一人の成長につながる取り組みとして運航管理者に求めら
れる行動特性に関する教育も実施しています。このような
訓練・審査および日々の業務を通して、安全運航を支えて
います。

　整備士は、入社から毎年専門教育と訓練を積み重ね、
10年以上の年月をかけて、一人前の整備士になります。
　社内資格取得はもちろん、約2年にわたる審査を経て本
邦の国家資格を取得するとともに、欧州当局による認定
を受けた訓練など多岐にわたる訓練を重ね、高度な知識
と技能に磨きをかけていきます。
　近年は、航空機システムの高度化に伴い、システム化
できない総合的な判断力やチームワークの重要性が一層
増しています。このため、チームで議論をしながら答え
を導きだすアクティブラーニング型の訓練を導入し、一
人一人の考える力や伝える力、他者と協力して問題解決
を図る力の強化に取り組んでいます。また、専門領域別
の極めて卓越した技能を有する整備士（トップマイス
ター）を中心に、組織全体の技能水準の高度化に取り組
んでいます。
　今後も品質制度の正しい理解と安全に対する強い責任
感、使命感を持った誇り高い整備士、技術者の育成に力
を注いでまいります。

運航管理者

整備士

　整備士は、入社時から計画的に専門分野にお
ける教育と訓練を積み重ね、社内資格に加えて
本邦および欧州認定の国家資格を含むさまざま
な資格を順次取得し、高度な知識と技能を習得
しています。整備士の養成課程においては、航
空機整備の専門知識を習得するだけでなく双方
向の対話を重ねながら学ぶ「アクティブラーニ
ング」手法を取り入れたファンダメンタル教育
などを導入し、一人一人の考える力や伝える力
の基礎を身につけ、問題や課題に対する探求力
や思考力の強化にも取り組んでいます。
　また、整備士技能のさらなる向上を目的とし
て、卓越した技能を有する整備士（トップマイ
スターなど）が中心となり組織全体の技能水準
の向上に向けて取り組み、誇り高い整備士を育
成するための活動を実施しています。加えて、
品質制度の正しい理解と安全に対する強い責任
感や使命感を醸成するため以下の教育・訓練を
実施しています。

　整備士は、入社から毎年専門教育と訓練を積
み重ね、10年以上の年月をかけて、一人前の整
備士になります。
　社内資格取得はもちろん、約2年に亘る審査
を経て取得する本邦の国家資格を取得するとと
もに、欧州当局による認定を受けた訓練など多
岐にわたる訓練を重ね、高度な知識と技能に磨
きをかけていきます。
　システムの高度化に伴い、最近はチームで議
論をしながら答えを導きだすアクティブラーニ
ング型の訓練を導入し、一人一人の考える力や
伝える力、他者と協力して問題や課題解決を図
る力の強化に取り組んでいます。
　専門領域別の極めて卓越した技能を有する整
備士（トップマイスター6名）を中心に、組織
全体の技能水準の高度化に取り組んでいます。
　今後も品質制度の正しい理解と安全に対する
強い責任感、使命感を持った誇り高い整備士、
技術者の育成に力を注いでまいります。

篠崎さん修正案
　整備士は、社内資格に加え、毎年行われる専
門教育と訓練、審査を経て本邦の国家資格を取
得するとともに、欧州当局による認定を受けた
訓練などを重ね、高度な知識と技能に磨きをか
けていきます。
　近年では、航空機システムの高度化が進んで
いますが、機械の診断に依存することなく一人
一人が考える力や伝える力、仲間と協力して課
題を解決する能力を重視し、チームで議論をし
ながら答えを導きだすための訓練を導入してい
ます。
　また、専門領域別に極めて卓越した技能を有
する整備士（トップマイスター）を中心に、組
織全体の技能水準の高度化に取り組み、誇り高
い整備士の育成にも注力しています。



2023年度JALグループ安全報告書 44

4 安全管理システム 安全管理の方針 安全管理の体制 安全管理の実施

目次へ

d. 安全に関わるコミュニケーション
JALグループでは、経営から現業部門へのトップダウンのコミュニケーションに加えて、現場部門から経営へボト

ムアップされる、双方向性を持ったコミュニケーションに取り組んでいます。さらに職場で気軽に意見や相談がで
きる雰囲気作りや、日々の業務に真摯に取り組む社員の貢献に対して賛辞を送るなど、職場風土や社員のやりがい
に着目するさまざまな取り組みにも力を入れており、安全文化の醸成に取り組んでいます。

通達
2.(2)②ハ)
安全に関する社内啓発活動等
の取組み

ICAO SMM
9.6 COMPONENT 4: SAFETY PROMOTION
9.6.1
安全推進は、ポジティブな安全文化を促進し、訓練および教育、効果的なコ
ミュニケーション、情報共有の組み合わせによって継続的に強化される技術
的な能力を通じて、サービスプロバイダの安全目標の達成に役立つ。上級管
理職は、組織全体の安全文化を促進するためのリーダーシップを発揮する。

9.6.2
効果的な安全管理は、義務的、または厳格にポリシーやプロシージャを遵守
するだけでは達成することができない。安全推進は、個人や組織の行動に影
響し、組織の方針、手続き、プロセスを補完し、安全活動を支援する価値観を
提供する。

9.6.3
サービスプロバイダは、組織のすべてのレベルにおいて有効な双方向コミュ
ニケーションを促進するプロセスと手順を確立し、実装する必要がある。これ
には、組織のトップからの明確な戦略的方向性と、すべての人員からのオー
プンで建設的なフィードバックを奨励する、「ボトムアップ」コミュニケーションの
可能性が含まれていなければならない。

写真はあとで福津さんにいただ
く(NRT訪問使用予定)

CLM（コミュニケーションリーダーミーティング）活動

　経営トップをはじめ、運航、整備、客室、空港、オペレーション、貨
物郵便など生産に携わる部門の役員が日頃から積極的に国内・海外の現
場に出向き、社員と直接コミュニケーションを図る機会を設けていま
す。
　加えて、夏期安全キャンペーンや年末年始輸送安全総点検実施時には
生産に携わる部門だけでなく、総務、経理、人財、IT企画など一般管理
部門の役員も現場を訪問し、現場の抱える課題の抽出に努めています。

役員による職場訪問

社員表彰

　褒める文化の醸成と安全意識のさらなる向上を目的としてJALグルー
プ全社員を対象とした社員表彰を行っています。
　「安全憲章の趣旨に則り行動したことでトラブル等を未然に防いだ」
事例や、「各種イレギュラー事例等の分析・報告を行い、知識の共有と
再発防止に大きく寄与した」社員などに対して実施しています。
表彰状や感謝状は、経営から直接授与しています。

安全情報の発信

　経営からのメッセージなど、JALグループ全員に周知すべき安全に係
る重要情報を積極的に発信しています。それらの情報の周知は紙媒体に
加え、動画でも配信しています。また、安全に関わるコンテンツを含む
動画は社内のポータルサイトにアップロードし、オンデマンドでいつで
も視聴できる体制を構築しています。

　JALグループ全社員が経営からのメッセージや安全について学べるコ
ンテンツなどを動画で発信しています。
　動画は社内のポータルサイトで公開し、オンデマンドでいつでも視
聴できる体制を構築しています。

　　JALグループ全社員が経営からのメッセージや安全について学べる
コンテンツなどを動画で発信しています。
　動画は社内のポータルサイトで公開し、オンデマンドでいつでも視
聴できる体制を構築しています。

　CLMとは、風通しの良い企業風土の醸成や自発的・主体的な行動の促
進、さらには現場力の強化を目的として、全国各地からさまざまな職種
の社員が部門の壁を越えて集い、社内相互コミュニケーションを図る場
です。 
　参加者は、JALグループに顕在・潜在化するさまざまな課題を解決す
るために肉声で議論し、解決に向けて主体的に取り組むことで、つなが
りや幅広い視野を形成するために取り組んでいます。
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②路線別

　a.国際線
（運航会社）日本航空、ZIPAIR Tokyo、スプリング・ジャパン

* 各項目に「JAL運航便のうち他社による販売分」も加えています。
* IFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有償旅客に含まれます。
　当該変更により、旅客数、RPK、ならびに座席利用率には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれます。
* 国際線の各数値は、「他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除いて算定しております。
* RPK（Revenue Passenger-Kilometers）：有償旅客が搭乗し、飛行した距離の合計。有償旅客数×輸送距離（キロ）
* ASK（Available Seat-Kilometers）：旅客輸送容量の単位。総座席数×輸送距離（キロ）
* 利用率=旅客数÷提供座席数

①保有機種別

（１）JALグループ輸送実績

* 各項目に「JAL運航便のうち他社による販売分」も加えています。
* IFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有償旅客に含まれます。

当該変更により、旅客数、RPK、ならびに座席利用率には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれます。
* 国際線の各数値は、「他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除いて算定しております。
* RPK（Revenue Passenger-Kilometers）：有償旅客が搭乗し、飛行した距離の合計。有償旅客数×輸送距離（キロ）
* RTK（Revenue Ton-Kilometers）：有償貨物を輸送し飛行した距離の合計。有償貨物輸送重量（トン）×輸送距離（キロ）。

５．データ5/7反映

松田
確認済
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b.国内線

（運航会社）日本航空、ジェイエア、日本トランスオーシャン航空、日本エアコミューター、
琉球エアーコミューター、北海道エアシステム、スプリング・ジャパン

5/7反映

松田
確認済
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5/7反映

松田
確認済
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* チャーター便、コードシェア便を除く。
* 利用率=旅客数÷提供座席数
* IFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有償旅客に含まれます。
　当該変更により、旅客数には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれます。

5/7反映

松田
確認済
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（２）JALグループ保有機材

・通達2.(2)③ハに基づき、2022年度からJALグループ全体の平均機齢
を追加
・ANAは各社毎の全体平均機齢を記載している
・次年度以降はJALグループ各社の平均機齢をのせるかどうか要検討

https://portal.jal.com/jal-group/logbo
ok-Vol309

https://www.jal.com/ja/corporate/air/
aircraft.html

AIRBUS A350

BOEING 787

BOEING 777

BOEING 767

BOEING 737-800

A321ceo

https://press.jal.co.jp/ja/release/202
403/007992.html

掲載要確認

機数:                       18 運航会社:　              JAL

座席数:　                239～391 初号機導入:　          2019年 平均機齢:　2.8

平均年間飛行時間:　2,665 平均年間飛行回数:　1,375

機数:　　　　　　　53 運航会社:　              JAL・ZIP

座席数:　　　　　   195～291 初号機導入:　          2012年 平均機齢:　7.7

平均年間飛行時間:　4,170 平均年間飛行回数:　786

機数:　　　　　　　13 運航会社:　             JAL

座席数:　　　　　　244 初号機導入:　        1996年 平均機齢:　16.9

平均年間飛行時間:　5,179 平均年間飛行回数:　497

機数:　　　　　　　27 運航会社:　                JAL

座席数(*):　　          199~261 初号機導入:　            1985年 平均機齢:　16.8

平均年間飛行時間:　3,367 平均年間飛行回数:　1,394

機数:　                    62 運航会社:　                JAL・JTA・SJO

座席数:　                165~189 初号機導入:　            2006年 平均機齢:　12.0

平均年間飛行時間:　2,923 平均年間飛行回数:　1,844

機数:　2 運航会社:　SJO

座席数:　- 初号機導入:　2023年 平均機齢:　13.5

平均年間飛行時間:　XXXX 平均年間飛行回数:　XXXX

5/9 4/11からの運航のため、2024年度から記載(SJO大場さんと会話済)

松田
確認済

(*)貨物専用機を除く。
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・通達2.(2)③ハに基づき、2022年度からJALグループ全体の平均機齢
を追加
・ANAは各社毎の全体平均機齢を記載している
・次年度以降はJALグループ各社の平均機齢をのせるかどうか要検討

https://portal.jal.com/jal-group/logbo
ok-Vol309

https://www.jal.com/ja/corporate/air/
aircraft.html

EMBRAER 170

EMBRAER 190

DE HAVILLAND DHC-8-400 CARGO COMBI

ATR 42-600

ATR 72-600

https://press.jal.co.jp/ja/release/202
403/007992.html

* 平均機齢について:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
航空機は機齢に応じて適切な整備をすれば、ほぼ永続的に使用可能です。機齢が高いということが直接安全に影響を与えることはありません。
JALグループのすべての機材は、メーカーが推奨し、国土交通省が承認した整備プログラムに従って適切に整備して、良好な品質を維持しています。
* 平均年間飛行時間=年間総飛行時間÷機数(2024年3月31日時点)
* 平均年間飛行回数=年間総飛行回数÷機数(2024年3月31日時点)

JALグループ全体の平均機齢：10.2年

機数:　                    18 運航会社:　                J-AIR

座席数:　                 76 初号機導入:　            2008年 平均機齢:　12.2

平均年間飛行時間:　2,324 平均年間飛行回数:　2,838

機数:　                    14 運航会社:　              J-AIR

座席数:　                 95 初号機導入:　          2016年 平均機齢:　6.8

平均年間飛行時間:　2,456 平均年間飛行回数: 2,294

機数:　                     5 運航会社:　                RAC

座席数:　                 50 初号機導入:　            2016年 平均機齢:　7.4

平均年間飛行時間:　1,921 平均年間飛行回数:　2,930

機数:　                     13 運航会社:　               JAC・HAC

座席数:　                 48 初号機導入:　           2017年 平均機齢:　4.4

平均年間飛行時間:　1,717 平均年間飛行回数:　2,398

機数:　                     2 運航会社:　                JAC

座席数:　                 70 初号機導入:　           2018年 平均機齢:　5.2

平均年間飛行時間:　1,718 平均年間飛行回数:　2,335

松田
確認済
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6 お客さまの安全・安心に向けて 安全を確保するための装備
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（１）安全を確保するための装備
https://elaws.e-gov.go.jp/document
?lawid=327M50000800056

　JALグループでは、お客さまの安全・安心に向けて、安全を確保する機内装備や緊急脱出のための装備を備
えています。（機種により数量・形状は異なります。）

非常用設備や緊急事態を想定した説
明は、離陸前に安全ビデオなどでご
説明しますが、シートポケットの安全
のしおり

*なお、具体的な救急用具等の搭載状況および使用方法については、ご登場いただいた際に、当社〇〇（機長または客質乗務員）より説明を実施して
います。

救急用具等 搭載数

非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯 防水携帯灯 1

救命胴衣、これに相当する
救急用具及び救命ボート

救命胴衣 搭乗者全員の数

緊急用フロート 脱出口の数

救急箱 救急箱 １

非常食糧 非常食糧 搭乗者全員の３食分

航空機用救命無線機 航空機用救命無線機 1

数を確認する
整備チーム

企業サイトのリンクがあ
れば添付

また、お客さまに安全・安心にご利用いただくために機内で放映している緊急時の対応などを説
明するビデオはJAL企業サイトにも掲載しております。

すべてのお客さまの安心のために

https://www.jal.com/ja/safety/

なお、非常用設備や緊急事態を想定した説明は、離陸前に安全ビデオなどでご説明しています。
また、手話通訳や字幕による補足説明を追加した、『手話通訳・字幕付き 機内安全ビデオ』＊も
ご用意しております。機内でご覧になる際は座席ポケットの「安全のしおり」をあわせてご確認
ください。
＊背景音などは付いておりませんのでご了承ください。
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パターン①
航空法第150条で
数量が記載されて

いるもののみ
救急用具

脱出の話
装備品の解説
安全のしおり

お客さまの安全安心むＫ

7/18修正案　佐々木

酸素マスク
　客室内に十分な酸素が供給できなくなった場合には、酸素マスクが自動的にお
客さまの目の前に下りてきます。マスクを強く引いて鼻と口にあて、ゴムひもを
頭にかけてください。

救命胴衣(*)

　飛行機が緊急着水した場合に身につける救命胴衣が、各座席下またはひじ掛け
下など、すぐに取り出せる場所に備えられています。幼児を含む搭乗者全員分を
搭載しています。

緊急脱出スライド
　緊急脱出が必要な場合に備えて、非常口には緊急脱出スライド(すべり台)が
装備されています。

救命ラフト(*)

　緊急着水した時に使用するボートです。機種により、緊急脱出スライドがその
まま救命ラフトになるタイプと、客室内に収納され膨張・展開して使用するタイ
プがあります。救命ラフトには雨風等を防ぐカバー、非常用食糧、遭難信号の発
信装置および薬品などが内蔵されています。

お客さまの安全を確保するための機内装備

緊急脱出のための装備

(*) 航空法施行規則第150条に基づき、装備しています。このほか非常信号灯および航空機用救命無線機や防水携帯灯、救急箱なども搭載しています。

　非常用設備および緊急事態を想定した説明は、離陸前に放映される安全ビデオ
(手話通訳・字幕付きはこちら)と、座席に配備されている安全のしおりにてご説
明しています。

人数分搭載
も入れたい

JALグループでは、お客さまの安全・安心に向けて、安全を確保する機内装備や緊急脱出のための装備
を備えています。

緊急脱出時のお願い
　緊急時、すべてのお客さまに安全かつ速やかに機外へ脱出いただくため、以下についてのご協力をお願いして
います。

脱出時の注意点について
・脱出の妨げとなりますので、手荷物は一切持たないでください
・脱出の際、手荷物をもっていると、通路をふさぎ、他のお客さまの脱出の妨げに

なる可能性があります。
・手荷物やハイヒールは、スライドを傷つけ、スライドの空気が抜けて使えなくなる

可能性があり、後からくる人が脱出できなくなります。

スライド滑走時の注意点・援助について
・スライドを滑る際は、着地点が見えるように上体を起こしてください。
・スライド下に滑った人が滞留しないように、援助する際は、スライドの横に立ち、

滑ってくる人の腕をとり、引き起こして遠くへ避難するよう声を掛けてください。

企業
サイ
トと
そろ
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→

6．お客さまの安全・安心に向けて

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056
https://gigazine.net/news/20170312-jal-evacuation-training-facility/
https://drive.google.com/open?id=1FgW-FHdjSboGB-2M6P_mrnZSDpGU9rDj&usp=drive_copy
https://youtu.be/ynmgeVPTdc4
https://youtu.be/FBbdT_j8A-k
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